
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

  



 

はじめに 

 

知立市では、次代の社会を担う子どもたちが健やかに生

まれ、育つ環境づくりを総合的に推進するため、子育て支

援施策の推進に取り組んでまいりました。 

2012年（平成24年）９月には、国の法令に先がけて、子

どもの権利を保障し、子どもにやさしい、夢を育むことの

できるまちの実現を目的とした「知立市子ども条例」を制

定し、その基本理念に基づき、地域の皆様や関係機関と連

携を取りながら、妊娠期からの切れ目のない支援を実施

し、子どもを豊かに育み、知立市を将来にわたって輝くま

ちにしていくための子育て支援施策に取り組んでいます。 

その後、2015年度（平成27年度）に創設された「子ども・子育て支援新制度」のも

と、地域の子ども・子育て支援の充実などの目標を計画的に達成していくため、「知

立市子ども・子育て支援事業計画」を策定し、その５年後、第２期となる同計画を策

定し、子どもの健やかな育ちと子育て家庭を支えてまいりました。 

そしてこのたび、第２期計画が最終年度を迎えることから、新たに「第３期知立市

子ども・子育て支援事業計画」を策定しました。この第３期となる計画は、これまで

の計画内容に加え、年々増加する児童虐待への対策、子どもの貧困やひきこもり等の

新たな社会問題にも着目し、若者も計画の対象であることを明確化し、より包括的な

計画としています。この点で、本計画は2023年（令和５年）に施行された「こども基

本法」に基づく「知立市こども計画」と一体的に策定したものとして位置付けている

ところです。 

そして、本計画は「子育ち 未来づくり 知立づくり」を基本理念に掲げ、保護者

をはじめとした地域の大人や関係機関が力を合わせて知立市の子どもたちを支え、子

どもにやさしいまちづくりを総合的に推進することを目指したものです。 

この計画に基づき、子ども・子育て支援等の更なる充実を図ってまいりますので、

皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 

最後になりましたが、この計画の策定に当たり、アンケート調査にご協力いただき

ました市民の皆様、教育・保育関係者の皆様をはじめ、貴重なご意見・ご提言をいた

だきました知立市子ども・子育て会議委員の皆様ならびに関係各位に、心からお礼申

し上げますとともに、この計画の着実な実施のため、今後ともご協力を賜りますよう

お願い申し上げます。 

令和７年３月 

知立市長 石 川 智 子 
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第１章 計画の策定にあたって 

 

１．計画策定の趣旨と背景 

 

社会のありようや個人の価値観の多様化などを背景に少子化が進む中において、国は少子

化対策を総合的に進めるため、2003 年（平成 15年）に「次世代育成支援対策推進法」を制定

し、次世代を担う子どもたちの育成を支援するための様々な事業を展開しました。しかしな

がら依然として出生数の減少が続いたことから、2012 年（平成 24 年）８月に「子ども・子育

て関連３法」を制定し、2015 年（平成 27 年）４月から、国全体で子どもを産み育てやすい社

会を形成するための子育て支援制度として「子ども・子育て支援新制度」を開始しました。 

子ども・子育て支援新制度により、「量」と「質」の両面から子育てを社会全体で支える環

境として、保育の受け皿の整備は一定程度進みましたが、少子化の進行には歯止めがかかっ

ていない状況です。 

このような状況の中、国では 2023 年（令和５年）４月に、こども政策を強力に推進してい

くための新たな司令塔として「こども家庭庁」が設置され、こども施策を社会全体で総合的

かつ強力に推進していくための包括的な基本法である「こども基本法」が施行されました。

同年 12 月には、この法律に基づき「こども大綱」が閣議決定されています。 

「こども大綱」は、従来の「少子化社会対策大綱」、「子供・若者育成支援推進大綱」、「子

供の貧困対策に関する大綱※注」が一元化されており、さらに必要なこども施策を盛り込むこ

とで、これまで以上に総合的かつ一体的にこども施策を進めていくことが目指されています。

また、「こども基本法」では、「こども大綱」を勘案した「市町村こども計画」を策定するこ

とを求めています。 

知立市（以下、「本市」という）では、これまで、「知立市次世代育成支援行動計画」、「知

立市子ども・子育て支援事業計画」、「第２期知立市子ども・子育て支援事業計画」に基づき、

子ども・子育てに関する施策を総合的に推進してきました。 

2024 年度（令和６年度）で「第２期知立市子ども・子育て支援事業計画」が計画期間を終

えることから、国の方針に従い、本市のすべての子どもが将来にわたって幸福な生活を送る

ことができる社会の実現に向けた取組を総合的、計画的に推進するため、「第３期知立市子ど

も・子育て支援事業計画」と「こども大綱」を勘案した「知立市こども計画」とを一体的に

策定することとします。 

 

 

 

 

※注：「子供の貧困対策に関する大綱」は（2024 年（令和６年）の「子どもの貧困対策の推進に関する法律」の一

部改正により同法律名が「こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律」に改められたことに伴い、

「こどもの貧困の解消に向けた対策に関する大綱」に変更されている。  
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２．計画の位置づけ 

 

本計画は、「子ども・子育て支援法」第 61 条に基づく市町村子ども・子育て支援事業計画

として位置づけます。また、「こども基本法」第 10 条に定める市町村こども計画としても位

置づけるとともに、「母子保健計画」を包含するものとします。 

計画の策定にあたっては、本市の上位計画である「知立市総合計画」をはじめとして、そ

の他の関連計画との整合を図るものとします。 

 

■計画の位置づけイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

母子保健対策 

 

整合 整合 

第３期 

知立市子ども・子育て支援事業計画 

＝  

知立市こども計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な関連計画 

●知立市地域福祉計画 

●知立市障がい者計画「はっぴぃぷらん」 

●障がい福祉計画及び障がい児福祉計画 

●健康知立ともだち 21 計画 

●知立市食育推進計画 

●知立市こころ応援計画 

●知立市多文化共生推進プラン 

●知立市男女共同参画プラン 

整合 

子ども・若者育成支援施策 

児童虐待防止対策 

子どもの貧困対策 

少子化対策 

放課後児童対策 

知立市総合計画 
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３．計画の期間 

 

本計画の計画期間は、2025 年度（令和７年度）から 2029 年度（令和 11 年度）までの５年

間とします。計画の最終年度である 2029 年度（令和 11 年度）には、計画の達成状況の確認

と見直しを行います。 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 
               

第２期知立市 
子ども・子育て支援事業計画 

第３期知立市 
子ども・子育て支援事業計画、 

知立市こども計画 
     

               

 

 

４．ＳＤＧｓの理念との整合 

 

ＳＤＧｓとは、「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略称で、2015

年（平成 27 年）９月の国連サミットで採択された、「誰一人取り残さない」持続可能でより

よい社会の実現を目指す世界共通の目標です。 

本市は、2021 年（令和３年）５月 21 日に、「ＳＤＧｓ未来都市」に選定され、誰一人取り

残さない持続可能なまちづくりに積極的に取り組んでいます。 

ＳＤＧｓの「誰一人取り残さない」という考え方は、本市のすべての子どもが将来にわた

って幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指す本計画の方向性と一致するところで

あり、本計画の推進により、ＳＤＧｓのさらなる推進を図ります。 

 

 

 

 

 

  

評価・次期計画策定 
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５．計画の策定体制 

 

（１）知立市子ども・子育て会議 

子育て支援、保健、教育、福祉の関係者、市民代表等からなる「知立市子ども・子育て会

議」において、本計画における方向性、取組の検討を行いました。 

 

（２）アンケート調査 

計画策定の基礎資料を得るため、以下の調査を実施しました。 

①子どもの保護者に対する調査 

 
未就学児童保護者へ
のアンケート調査 

小学生保護者への 
アンケート調査 

中学生保護者への 
アンケート調査 

15～18歳保護者への
アンケート調査 

調査対象者 
就学前の児童の保護
者（無作為抽出） 

市内の小学校に通う
児童の保護者 

市内の中学校に通う
児童の保護者 

15～18 歳の児童の保
護者（無作為抽出） 

対象者数 2,000 名 3,837 名 1,934 名 1,000 名 

調査方法 
ハガキにて調査を
案内、Ｗｅｂにて
回答 

学校を通じて調査
を案内、Ｗｅｂに
て回答 

学校を通じて調査
を案内、Ｗｅｂに
て回答 

ハガキにて調査を
案内、Ｗｅｂにて
回答 

調査期間 2023 年（令和５年）12 月 12 日（火）～12 月 26 日（火） 

回収件数 524 件 734 件 237 件 190 件 

回収率 26.2％ 19.1％ 12.3％ 19.0％ 

※中学生保護者、15～18 歳保護者へのアンケートは区別して行っていないため、回収率については、回答中の児童

の年齢区分に即して算定している。 

②子どもに対する調査 

 
小学生への 
アンケート調査 

中学生への 
アンケート調査 

15～18 歳の児童への 
アンケート調査 

調査対象者 
市内の小学校に通う児童 
※３年生以上 

市内の中学校に通う児童 
市内在住の15～18歳の児童
（無作為抽出） 

対象者数 2,634 名 1,934 名 1,000 名 

調査方法 
学校を通じて調査を案内、
Ｗｅｂにて回答 

学校を通じて調査を案内、
Ｗｅｂにて回答 

ハガキにて調査を案内、Ｗ 
ｅｂにて回答 

調査期間 2023 年（令和５年）12 月 12 日（火）～12 月 26 日（火） 

回収件数 1,943 件 353 件 72 件 

回収率 73.8％ 18.3％ 7.2％ 

※このほか、アンケート調査の補足として、15～18 歳（知立高校の生徒４名）を対象としたグループインタビュ

ーを実施している。 

※中学生、15～18 歳へのアンケートは区別して行っていないため、回収率については、回答中の児童の年齢区分

に即して算定している。 

 

（３）パブリックコメント 

公正な行政運営と透明性の確保を図るため、パブリックコメントを実施し、市民に本計画

案を公表するとともに、計画案に対する意見を求めました。  
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68,398

70,501

72,193
72,595

72,273

71,628

70,680

69,296

67,603

72,575

72,713
72,377

71,599

70,298

68,603

66,000

68,000

70,000

72,000

74,000

2010年

(H22)

2015年

(H27)

2020年

(R2)

2025年

(R7)

2030年

(R12)

2035年

(R17)

2040年

(R22)

2045年

(R27)

2050年

(R32)

（人）

実績 推計 社人研推計

15.6

14.7

13.8

12.7

11.4

10.8

10.8

10.7

10.3

67.8

66.0

66.0

66.3

65.8

64.0

60.8

59.2

58.0

9.5

10.6

10.1

9.0

10.2

12.1

13.8

13.5

12.3

7.1

8.7

10.2

12.0

12.7

13.1

14.5

16.6

19.3

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

2010年(H22)

2015年(H27)

2020年(R2)

2025年(R7)

2030年(R12)

2035年(R17)

2040年(R22)

2045年(R27)

2050年(R32)

0～14歳 15～64歳 65～74歳 75歳以上

（%）

第２章 子ども・子育てを取り巻く現状 

 

１．知立市の子ども・子育てを取り巻く現状 

 

（１）人口の状況 

①人口の推移 

本市の将来推計人口をみると、総人口は 2030 年（令和 12 年）までは増加を続けますが、

2050 年（令和 32 年）には 68,603 人となる見通しです。 

年齢階級別による人口比をみると、65歳以上人口は 2035 年（令和 17 年）には 25.2％とな

り、４人に１人が高齢者となる時代を迎えます。一方で、15 歳未満人口は減少する見通しに

あるものの、その割合は約 11％程度で推移し、少子化は緩やかに進むものと見込まれます。 

■将来推計人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（2023 年（令和５年）推計）」 

■将来推計人口に基づく年齢４区分別人口比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（2023 年（令和５年）推計）」 
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1,643 

1,636 

1,824 

1,856 

2,263 

2,912 

2,886 

2,755 

2,719 

3,025 

3,115 

2,596 

2,033 

1,685 

1,806 

1,383 

1,009 

608 

201 

42 

3 

01,0002,0003,0004,000（人）

《男性》

1,443 

1,557 

1,586 

1,654 

1,914 

2,169 

2,153 

2,176 

2,229 

2,509 

2,707 

2,176 

1,817 

1,569 

1,868 

1,693 

1,353 

886 

437 

137 

29 

0 1,000 2,000 3,000 4,000

0-4歳

5-9歳

10-14歳

15-19歳

20-24歳

25-29歳

30-34歳

35-39歳

40-44歳

45-49歳

50-54歳

55-59歳

60-64歳

65-69歳

70-74歳

75-79歳

80-84歳

85-89歳

90-94歳

95-99歳

100歳以上

（人）

《女性》

23.8

19.1

17.8
17.3

16.6
15.6

14.7

13.5

22.4

18.5

16.3
15.4

14.8

14.5
13.8

13.3

21.5

18.2

16.0

14.6

13.8
13.2

12.6
12.1

10.0

15.0

20.0

25.0

1985年

（S60）

1990年

（H2）

1995年

（H7）

2000年

（H12）

2005年

(H17)

2010年

(H22)

2015年

(H27)

2020年

(R2)

知立市 愛知県 全国

（%）

②人口ピラミッド 

本市の 2023 年（令和５年）４月１日時点の人口ピラミッドをみると、男女ともに 50-54 歳

の層が最も多くなっています。また、65-69 歳までの年代においては男性の方が多くなってお

り、特に 20-24 歳から 55-59 歳までは男性の数が女性の数を大きく上回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳人口（2023 年（令和５年）４月１日） 

 

③15 歳未満人口の割合の比較 

本市の 15 歳未満人口の割合を全国、愛知県と比較すると、最も高い水準で推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）割合は総数に年齢不詳を含んで算出している。 

資料：国勢調査 
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179 208 192 157 163

187 169 182 183 189

149 155 162 180 168

137 141 131 146 176

121 138 154 149 145

954 972 977 992 1,005
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1,979 1,970 2,002 1,902 1,917

2,073 2,033 1,970 1,928 1,896

2,012 2,015 2,048 2,050 2,007

2,035 1,999 1,994 1,997 2,032

2,148 2,152 2,067 2,029 1,986

12,359 12,198 11,991 11,820 11,675
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０～２歳 ３～５歳 ６～８歳 ９～11歳 12～14歳 15～17歳

（人）

④児童人口の推移 

本市の児童人口は年々減少しており、2023 年（令和５年）では 11,675 人となっています。 

一方で、本市の外国人児童人口は年々増加しており、2023 年（令和５年）では 1,005 人と

なっています。 

 

■児童人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年４月１日時点） 

 

■外国人児童人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年４月１日時点） 
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457 459 463 443 426
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2020年

(R2)

一般世帯数 1世帯当たり人員

（世帯） （人）

（２）世帯の状況 

①世帯数と１世帯当たり人員の推移 

本市の一般世帯数は年々増加し、2020年（令和２年）には31,671世帯となっています。一方

で１世帯当たり人員は減少傾向にあり、世帯の小規模化が進んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

 

②ひとり親手当の受給者数の推移 

本市のひとり親手当の受給者数をみると、母子世帯は 400 世帯台、父子世帯は 30世帯台で推

移しています。母子世帯の受給者数については、2021 年（令和３年）まで増加傾向にありまし

たが、その後は減少傾向となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：知立市子ども課 

 



9 

709 714 701 700 659 657 595 652 576
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2022年

(R4)

知立市 出生数 知立市 出生率 愛知県 出生率 全国 出生率
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（３）出生の状況 

①出生数・出生率の推移 

本市の出生数は増減して推移していますが、2022 年（令和４年）の出生数は 2014 年（平成

26 年）以降、最も低い値となっています。人口千人当たりの出生率についても増減しています

が、全国、愛知県と比べると高い水準となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：愛知県衛生年報 
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知立市 16.4 69.1 74.2 63.8 65.7 72.3 73.2 71.4 64.8 49.2 17.0

愛知県 17.7 73.0 81.2 71.8 72.3 77.0 79.1 77.4 72.9 61.0 20.9

全国 15.8 70.3 82.5 75.9 75.4 78.4 79.5 77.7 73.2 60.4 19.5
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（４）女性の就労状況 

本市の女性の就業率をみると、結婚・出産期に一旦低下し、子育てが落ち着いた時期に再び

上昇するというＭ字カーブを描いており、Ｍ字カーブの底は 30～34歳となっています。 

2020 年（令和２年）と 2015 年（令和 27 年）の数値を比較すると、いずれの年代においても

2020年（令和２年）の方が高くなっていますが、全国、愛知県と比較すると20～24歳以降のい

ずれの年代においても最も低い値となっています。 

 

■女性の年齢区分別就業率の推移（経年比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

■年齢区分別就業率の推移（全国・県との比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：2020 年（令和２年）国勢調査 
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（５）園・学校の状況 

①保育所・幼稚園の状況 

保育所児童数は 2019 年（令和元年）から 2020 年（令和２年）にかけて大きく増加しました

が、その後は減少し、2023 年（令和５年）では 1,306 人となっています。幼稚園児童数につい

ては、2021 年（令和３年）まで増加傾向にありましたが、その後は減少が続き、2023 年（令和

５年）では 868 人となっています。３歳児以上の保育所児童数と幼稚園児童数を比較すると年

度によりばらつきがありますが、2023 年（令和５年）では保育所児童数の方が多くなっていま

す（３歳児以上保育所児童数 907人、幼稚園児童数：868人）。 

 

■保育所児童数の推移    ■幼稚園児童数の推移  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②小中学校の状況 

小学校児童数は年々減少し、2023 年（令和５年）では 3,845 人となっています。中学校生

徒数は 1,900 人前後で推移しており、2023 年（令和５年）では 1,928 人となっています。 

 

■小学校児童数の推移    ■中学校生徒数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：知立市子ども課（各年５月１日時点）資料：西三河の統計（各年５月１日時点）

資料：知立市子ども課（各年５月１日時点）資料：知立市子ども課（各年５月１日時点）
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２．第２期計画の評価 

 

基本目標１．子育ち・子育て支援の充実 

（１）地域における子育て支援サービスの充実 

アンケート結果をみると、保護者の４～５割の人が子育てに不安・負担を感じていると回答

しています。また、数パーセントながら、子育てが楽しいと感じられない人もみられ、15～18

歳の保護者においては平成 30 年調査から割合が若干増加しています。また、相談先として、

市役所の子育て関連担当窓口や保健所・保健センターを活用する人の割合が少ないことから、

相談支援体制の整備と併せて、効果的な啓発を行っていくことが求められます。 

第２期計画期間においては、オンラインでの情報の発信や相談体制の構築、顔の見える関係

を大切にした相談しやすい環境の整備など、子育て世代の生活スタイルやニーズに応じた取

組を進めてきましたが、さらなる体制の充実を図っていく必要があります。 

子育て家庭を包括的に支援する体制の構築に向けては、家庭児童相談室が担ってきた子ども

家庭総合支援拠点事業が、改正児童福祉法の施行により子育て世代包括支援センターと統合さ

れ、新たにこども家庭センターの設置が求められており、その要件である統括支援員の配置や

合同ケース会議の運用方法について検討・準備を重ねています。 

 

（２）保育サ－ビスの充実 

アンケート結果をみると、就労時間帯において子どもをみてもらえる人がいないと回答す

る人が増加しており、日常や緊急時における預け先の確保が求められます。 

第２期計画期間において、保育サービスの提供体制の充実を図った結果、国定義でみると

乳児の待機児童は発生しませんでしたが、年度途中での入所や、特定の施設への入所希望が

かなわないといった実質的な待機児童が発生しています。 

随時申込による待機児童の解消を図るには、保育士の確保と施設整備による受入れ体制の

拡充が必要で、特に全国的に人材不足が課題となる中、保育士を優先的に確保するための方

策を検討していく必要があります。 

また、預け先としては、家や職場からのアクセスを重視する人が多くなっており、可能な

限り保護者のニーズに応えることができるよう、体制を検討していくことが求められます。 

そのほか、共働き家庭の増加に伴い、放課後児童クラブの取組を進めていますが、利用人

数が増加しており、事業を実施する場所やそこに配置される人員の確保が課題となっています。

社会全体として少子化が進む中、長期的な目で見れば新たな施設の築造や無際限な人員の雇用

が得策とは言い難い中で、適切なサービス提供体制を検討していく必要があります。 
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（３）教育・保育の質の向上と体制の整備 

保育所等や小規模保育事業所、認可外保育施設、幼稚園に向けた研修、教育・保育施設への

巡回指導等により、教育・保育の質の向上を図りました。 

また、市内の高校生を対象に保育の職場体験、インターンシップの受入れを積極的に行うと

ともに、保育士を養成する大学等との連携を深めていき人材の確保に努めましたが、人材不足

の問題はいまだ深刻な状況にあります。 

 

（４）子育て支援のネットワ－クづくり 

中央・南子育て支援センターに「子育て支援コーディネーター」を配置し、それぞれの家

庭に合った社会資源の情報提供を行いました。そのほか、子育て中の親子が気軽に交流する

ことができる場の提供に向けた支援を行ってきましたが、サークル数は減少しています。 

アンケート結果をみると、未就学児童の保護者、15～18 歳の保護者では、小中学生の保護

者に比べて、地域の人に子育てを支えられていると感じる人が少なくなっており、義務教育

期間以外は地域とのつながりが希薄になっていると推測されます。また、孤独や孤立をよく

感じている人は、子育てに対して不安を感じている割合が高く、地域とほとんどつきあいが

ない人は、子育てを楽しいと感じている割合が低くなる傾向にあるため、子育て中の保護者

が地域とのつながりを感じることができるよう、取組を進めていくことが求められます。 

 

（５）子どもの安全の確保 

子どもが地域で安心安全に暮らすことができるよう、登下校における交通安全対策、防犯

対策を推進してきました。コミュニティ・スクールの立ち上げに伴い、地域とともに子ども

を見守る姿勢は高まってきていますが、子ども１１０番の家の設置数は減少傾向にあります。 

また、アンケート結果をみると、「犯罪などの少ない安心できる地域環境」に対する保護者

の満足度は低くなっており、子どもたちが地域で安心安全に暮らすことができる環境づくり

を推進していく必要があります。 

 

 

子育ちや子育て支援 

に関する今後の課題 

●相談支援体制のさらなる充実と効果的な周知啓発 

●保護者のニーズに応じた保育サービスの充実 

●保育サービス等の持続的な提供に向けた体制づくり 

●地域の子育て支援団体や民間組織等との連携による子育て 

支援の充実 

●地域ぐるみの安全対策の強化 
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基本目標２．母子の健康の確保と増進 

（１）安心安全な妊娠・出産の支援 

安心安全な妊娠・出産に向けて、広報や市ホームページにより妊娠届出書の早期届出をよび

かけるほか、妊婦の状況を正しく把握するため、妊娠届出時の面談は母子保健コーディネータ

ーが対応しました。また、母子健康手帳の活用や相談窓口の周知等に取り組みました。 

しかしながら近年は、核家族化や共働き家族の増加、晩産化等、妊娠・出産を取り巻く社会

環境が大きく変化しているため、多様なニーズに寄り添い、安心安全な妊娠・出産ができるよ

うきめ細かな支援に取り組む必要があります。 

 

（２）子どもの健康の確保と子育て期の親に寄り添う支援の充実  

乳幼児健康診査や事後教室、育児相談において、発達や子育てに関する相談を行い、必要

に応じて適切な支援機関につなげ、早期療育を図りました。個別相談、個別指導においては、

それぞれの状況に適した相談に応じ、きめ細かな支援を行いました。子どもの発達や子育て

に不安を持つ保護者に対しては、臨床心理士による心理相談を実施し、不安の軽減に努めま

した。 

産後ケアとしては、産科医療機関、助産院を合わせ６か所と委託契約を結び、利用しやす

い体制を整えた結果、利用者数は増加傾向にありますが、里帰り中の産婦の利用については

今後の検討課題となっています。 

 

（３）思春期保健対策の推進 

児童生徒自らが心身の健康に関心を持ち、思春期の身体的、心理的な発達状況を理解する

ことができるよう、学校保健と地域保健の連携を図りながら、「いのちの教育」等を活用し、

心身の成長や性に関する健康教育を行っており、第２期計画期間においては、中学校にも健

康教育の機会を広げるなど、思春期保健対策の充実を図りました。 

子どもの健やかな成長に向けて、今後も引き続き子どもの成長段階に応じた保健対策を実

施していく必要があります。 

 

 

母子の健康の確保 

に関する今後の課題 

●妊娠・出産に関する不安の軽減と妊娠期の母子の健康の確保 

●健診未受診者の減少に向けた取組の推進 

●保護者の不安に寄り添ったきめ細かな支援 

●多様なニーズに応じた適切な支援につなぐ仕組みの構築 

●成長段階に応じた思春期保健対策の充実 
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基本目標３．職業生活と家庭生活との両立の推進 

アンケート結果をみると、未就学児童の母親は７割以上、小学生の母親は８割以上が仕事

をしている状況にあります。また、４割以上の保護者が「子育てと仕事の両立支援の充実」

を求めています。 

ワーク・ライフ・バランスの推進に向けて、男女ともに仕事と家庭の両立ができる企業と

して愛知県に認定された「ファミリー・フレンドリー企業登録制度」について、市ホームペ

ージを活用し、周知を行った結果、登録企業数は増加し、第２期計画の策定時の２倍となっ

ています。 

また、女性の仕事と家庭の両立支援として、愛知県が行っている事業「ママ・ジョブ・あ

いち」相談等の有効活用を行ったほか、市ホームページ等を活用して女性活躍や男性の家庭

参画推進に関する啓発を行いました。 

今後も共働き家庭が安心して子育てができるよう、多様な働き方の推進や男性が育児休業

を取得することへの理解促進など、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた環境づくりを

進めていく必要があります。 

 

 

仕事と家庭の両立 

に対する今後の課題 

●ワーク・ライフ・バランスの推進に向けた気運醸成 

●働き方改革の推進 

●男性の家事・子育てへの主体的な参画促進 

 

 

 

基本目標４．子どもの権利の保障と健全育成への支援 

（１）子どもの権利の保障 

子どもの権利を守るため、人権意識の醸成に向けた取組を推進するとともに、虐待やいじ

め等の防止や早期発見、早期対応に向けた取組を進めてきました。 

児童虐待に関しては、家庭児童相談室として年間約 300 件ほどの新規相談を受け付けてお

り、保健センターや保育園、学校等との連携を密にし、相互の情報共有と支援体制を構築す

るとともに、要保護児童対策地域協議会において、関係機関からのモニター情報の提供を受

け、適切な支援方策を検討しています。 

そのほか、「子育て世代包括支援センター」として切れ目のない支援の実施に向け相談支援

業務を継続実施しています。 

また、国においては、子どもや若者の視点に立ち、子どもにとって最善の利益を第一に考

え、当事者の意見を政策に反映する「こどもまんなか社会」というビジョンが掲げられてお

り、「こどもまんなか社会」の実現に向けた周知啓発を実施していく必要があります。 
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（２）子どもに寄り添った支援の充実 

いじめが社会問題化する中、本市においても例外ではなく、アンケート結果によると、中

学生の 17.3％、15～18 歳の 22.2％がいじめや嫌がらせを受けたことがあると回答しています。

いじめは自殺にもつながりかねない大きな問題であるため、学校側の体制整備や相談支援な

ど、子ども一人ひとりの人権を守るための取組が必要となっています。 

また、学校に登校できていない生徒も少数ながらみられます。本市では「むすびあい教室」

等、不登校支援の取組を進めていますが、アンケートでは 15～18 歳で登校しないことがある

と回答する割合が１割近くとなっているため、高校生も含めて対応を検討していく必要があ

ります。また、子どもが不登校になっている保護者への支援、不登校の子どもを多様な学び

につなげていく取組も重要になります。 

そのほか、子どもをめぐる問題としてヤングケアラーの問題も指摘されており、適切な対

応が求められます。 

 

 

子どもの権利の保障、 

子ども健全育成 

に対する今後の課題 

●「こどもまんなか社会」に向けた気運醸成 

●子どもが気軽に相談できる体制の整備 

●児童虐待防止対策と社会的養護の推進 

●いじめ・不登校、ひきこもり対策の推進 

●ヤングケアラーへの支援 

 

 

 

基本目標５．きめ細かな取組が必要な家庭や子どもへの支援の充実 

（１）ひとり親家庭への支援等の充実 

ひとり親家庭への支援として、手当や自立支援等、多岐にわたる支援策を講じてはいるも

のの複雑な制度であり、かつ要件も変転していく中で、支援を必要とする人に対して情報や

支援が届いているか疑問が残る部分もあります。 

今後は自立支援をめぐる国の動向や民法等の法制の動きにも注視しながら、広範にわたる

支援制度をわかりやすく市民に伝え、必要な支援を届けていく必要があります。 

また、現在実施している学習支援事業については、多くのひとり親家庭がサービスを利用

しており、ニーズの高さもうかがえるため、さらなる充実を図っていくことが求められます。 
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（２）生活困窮家庭への支援等の充実 

家計の状況が苦しいと感じている人は、子育てに対して不安を感じている割合が高くなる

傾向にありますが、小学生の保護者では全体の 7.4％が相対的貧困世帯となっています。貧困

の問題は経済的な困窮にとどまらず、子どもの学習面や生活面、心理面など様々な面におい

て影響を及ぼし、子どもの人生を大きく左右するため、貧困の連鎖を断ち切るための支援を

行っていくことが重要になります。 

特に、経済的困窮が引き起こす養育不安も懸念される中で、福祉課や社会福祉協議会はも

とより、家庭児童相談室や保健センターとの連携を密にし、必要な支援を実施していくこと

が求められています。 

 

（３）外国人家庭への支援等の充実 

特に本市は、外国人の住民が多いという特徴があり、「早期適応教室」を実施していますが、

指導員の確保が課題になっています。また、学校生活に関する相談を行うための通訳や、学校

や学級からの連絡事項を翻訳できる人材を配置し、外国人の児童生徒とその保護者への支援を

行っていますが、第２期計画期間においては、日本語通訳者、日本語翻訳者の増員はかないま

せんでした。しかしながら、タブレットを用いた通訳システムの導入により、保護者や児童生

徒とコミュニケーションがとりやすい環境が整備されています。 

今後もさらなる支援の充実が求められますが、外国人住民は身近に相談する相手がいない人

も多いと考えられるため、外国人住民を適切な子育て支援につなげる地域の支援体制の構築に

向けた取組を進めていく必要があります。 

 

（４）障がい児の生活や保健福祉施策の充実 

障がいのある子どもの教育の充実を図るため、設置基準に応じて小中学校へ特別支援学級

の設置を図り、学校における特別支援教育を推進していますが、全国的に障がいのある児童

は増加傾向にあり、さらなる支援の充実が求められます。 

国のこども大綱においても、ライフステージを通した重要事項として、障がい児支援、医

療的ケア児等への支援（地域における支援体制の強化、インクルージョンの推進、特別支援

教育等）が掲げられています。 

 

 

きめ細かな支援が 

必要な子ども・家庭 

に関する今後の課題 

●ひとり親家庭、生活困窮家庭が支援につながる体制の構築 

●外国人住民の日本語教育の充実と適切な支援を提供するため

の体制の構築 

●障がい児、医療的ケア児等に対する支援の充実 
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第３章 計画の基本的な考え方 

 

１．基本理念 

すべての子どもは、生まれながらにして一人ひとりがかけがえのない大切な存在であり、

子どもが健やかに育つためには、子どもの権利が守られなければなりません。 

そういった考えから、本市では、2012年（平成24年）10月１日に、子どもの権利を守り、

子どもにやさしい、夢を育てることのできるまちを目指し「知立市子ども条例」を制定しま

した。 

「知立市子ども条例」では、子どもがひとりの人間として育ち、学び、生活していく上で

守られるべき、「自分らしく生きる権利」、「安心して生きる権利」、「育つ権利」、「参加する権

利」の４つの大切な権利を保障しています。 

また、子どもは地域社会の宝であり、子どもを育てることは未来の日本を支える人材を育

てることにつながります。 

子どもや子育てを取り巻く環境が大きく変化する中、地域全体で子どもの成長を見守ると

ともに、地域や社会が保護者に寄り添いながら子育てを支援していくことが必要です。 

すべての子ども・若者が身体的、精神的、社会的に良好な状態であり、幸福な生活を送る

ことができる「こどもまんなか社会」を実現していくために、「知立市子ども条例」に定める

子どもの権利を尊重し、保護者をはじめとした地域の大人が力を合わせて子どもたちを支え、

まちの未来を担う子どもの可能性を広げていくという思いを込め、本計画の基本理念を「子

育ち 未来づくり 知立づくり」とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ● 基本理念 ● 

子育ち 未来づくり 知立づくり 
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２．基本目標 

 

基本目標１．「こどもまんなか」の地域づくり 

子どもをめぐる状況が大きく変化する中において、すべての子どもの権利を保障し、子ど

もの思いを汲み取りながら、子どもの成長を社会全体で後押ししていくことが重要です。 

「知立市子ども条例」に基づき権利意識の醸成を図るとともに、子どもの意見表明・参加

の機会の提供に向けた仕組みづくりを進めます。また、地域における子どもの居場所づくり

や地域における子どもの見守り体制の強化に取り組みます。 

 

施策の方向性 
（１）「こどもまんなか」の気運醸成と子どもの権利の保障 

（２）子ども・若者の成長を支える環境づくり 

 

基本目標２．安心して子どもを産み育てることができる環境づくり 

核家族化が進み、地域のつながりも希薄化する中で、妊娠・出産、子育てに孤立感や不安

感を抱く人も少なくなく、安心して妊娠・出産、子育てができる環境が求められています。 

誰もが地域で安心して妊娠・出産、子育てができるよう、妊娠期から子育て期にわたる母

子の健康づくりへの支援、子育てに対する支援施策の充実を図り、妊娠期から子育て期にわ

たる切れ目のない支援を提供します。 

 

施策の方向性 

（１）安心安全な妊娠・出産への支援 

（２）幼児教育・保育の充実 

（３）子育て支援施策の充実 

（４）仕事と家庭の両立に向けた支援 

 

基本目標３．子どもの健やかな成長への支援 

すべての子どもが取り残されることなく、様々な学びや体験を土台に健やかに成長するこ

とができるよう、取組を進めていく必要があります。 

すべての子どもの健やかな育ちに向けて、発達段階に応じた質の高い教育・保育を提供す

るとともに、子どもの心身の成長を支援する体制づくり、子どもが悩みを気軽に相談できる

環境づくり、安心安全な地域づくりを進めます。 

 

施策の方向性 

（１）子どもの力と意欲を伸ばす学校教育の推進 

（２）思春期保健対策の推進 

（３）子どもに寄り添った支援の充実 
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基本目標４．若者の自立を支える環境づくり 

若者は社会を担う大切な存在であり、社会情勢が大きく変化する中において、若者が社会

的自立を果たし、いきいきと輝ける社会を実現していくことが重要になっています。 

すべての若者が自らの意思で社会参加できるよう、とりわけ第２期計画では支援施策が不

十分であった中学校卒業から大学卒業、大学院卒業までの年代に対する施策の充実を図り、

若者の自立支援を推進します。 

 

施策の方向性 
（１）就労、社会的自立に向けた支援 

（２）結婚や子どもを持つことへの支援 

 

基本目標５．きめ細かな対応が必要な子ども・家庭への支援 

近年、「子どもの貧困」が大きな社会問題となっており、生まれ育った家庭や様々な事情か

ら、健やかな成長に必要な生活環境や教育の機会が確保されていない子どもがいます。 

また、近年においては、児童虐待やいじめ、不登校、自殺の問題など、子どもを取り巻く

環境が深刻さを増し、障がいのある子どもや外国人住民など、配慮を必要とする人も増加傾

向にあります。 

生活上の困難や生きづらさに直面する子ども・若者、家庭など、特にかかわりや養育支援

が必要な親子が安心して暮らせるよう、それぞれの状況に応じたきめ細かな支援の充実を図

ります。 

 

施策の方向性 

（１）ひとり親家庭、生活困窮家庭への支援 

（２）困難や生きづらさに直面する子ども・若者に対する支援 

（３）障がい児への支援 

（４）外国人家庭への支援 
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３．施策体系 

 

 

基本理念  基本目標  施策の方向性 

     

子
育
ち 

未
来
づ
く
り 
知
立
づ
く
り 

 
１．「こどもまんなか」 

の地域づくり 
 

（１）「こどもまんなか」の気運醸成と子どもの

権利の保障 

（２）子ども・若者の成長を支える環境づくり 

    

 

２．安心して子どもを 

産み育てることが 

できる環境づくり 

 

（１）安心安全な妊娠・出産への支援 

（２）幼児教育・保育の充実 

（３）子育て支援施策の充実 

（４）仕事と家庭の両立に向けた支援 

    

 
３．子どもの健やかな 

成長への支援 
 

（１）子どもの力と意欲を伸ばす学校教育の推進 

（２）思春期保健対策の推進 

（３）子どもに寄り添った支援の充実 

    

 
４．若者の自立を支える 

環境づくり 
 

（１）就労、社会的自立に向けた支援 

（２）結婚や子どもを持つことへの支援 

    

 

５．きめ細かな対応が 

必要な子ども・ 

家庭への支援 

 

（１）ひとり親家庭、生活困窮家庭への支援 

（２）困難や生きづらさに直面する子ども・

若者に対する支援 

（３）障がい児への支援 

（４）外国人家庭への支援 
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■本計画における施策と対象となるライフステージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（１）「こどもまんなか」の気運醸成と子どもの権利の保障 

達成すべき目標 胎児期～就学前 小学生・中学生 高校生・若者 

（２）子ども・若者の成長を支える環境づくり 

（２）幼児教育・保育 

の充実 

（３）子育て支援施策の充実 

（１）子どもの力と 

意欲を伸ばす 

学校教育の推進 

（３）子どもに寄り添った 

支援の充実 

 

（１）安心安全な妊娠・ 

出産への支援 

基本目標２ 

安心して子どもを 

産み育てることが 

できる環境づくり 

基本目標３ 

子どもの健やかな 

成長への支援 

基本目標４ 

若者の自立を支える 

環境づくり 

基本目標５ 

きめ細かな対応が 

必要な子ども・ 

家庭への支援 

（２）思春期保健対策の 

推進 

（１）就労、社会的自立 

に向けた支援 

（２）結婚や子どもを 

持つことへの支援 

（２）困難や生きづらさに直面する子ども・若者に対する支援 

（３）障がい児への支援 

（４）外国人家庭への支援 

 

（４）仕事と家庭の両立に向けた支援 

基本目標１ 

「こどもまんなか」 

の地域づくり 

（１）ひとり親家庭、生活困窮家庭への支援 

（２）子ども・若者の成長を支える環境づくり 
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４．数値目標 

 

 基本理念の実現のため、様々な子育て支援施策を５か年にわたって実施するにあたり、そ

の評価指標となる数値目標を次のとおり設定します。評価については、次期計画策定に際し

アンケート調査を実施し、各目標の達成状況を確認します。 

 

指標 現状値 目標値 

毎日が楽しいと感じている子どもの割

合*１ 
小学生 55.4％ 65％以上 

幸せだと感じている子どもの割合*２ 
中学生・ 

15～18 歳 
50.8％ 60％以上 

自分が好きだと感じている子どもの割

合*３ 

中学生・ 

15～18 歳 
69.7％ 80％以上 

地域に居場所があると感じている子ど

もの割合*４ 

中学生・ 

15～18 歳 
60.5％ 70％以上 

知立市は子育てしやすいまちだと感じ

ている保護者の割合*５ 

未就学児童の 

保護者 
68.6％ 85％以上 

小学生の保護者 75.8％ 85％以上 

中学生・ 

15～18 歳の 

保護者 

73.7％ 85％以上 

孤独だと感じることがよくある子ども

の割合*６ 

中学生・ 

15～18 歳 
16.1％ 10％以下 

若い世代の就労率*７ 15～34 歳 79.7％ 80％以上 

＊１：「毎日が楽しいか」の問に「とても思う」と回答した割合。 

＊２：「今、幸せだと感じるか」の問に「そう思う」と回答した割合。 

＊３：「今の自分が好きか」の問に「好き」と回答した割合と「どちらかといえば好き」と回答した割合の合計。 

＊４：「地域は自分の居場所だと思うか」の問に「そう思う」と回答した割合と「どちらかといえばそう思う」と

回答した割合の合計。 

＊５：「知立市は子育てしやすいまちだと思うか」の問に「そう思う」と回答した割合と「どちらかといえばそう

思う」と回答した割合の合計。 

＊６：「孤独だと感じることはあるか」の問に「常にある」と回答した割合と「よくある」と回答した割合の合計。 

＊７：国勢調査 就業状態等基本集計 表２－２中「総数」から「非労働力人口」のうち「家事」及び「通学」を

減じた数に対する、同表中「就業者」の割合。 
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第４章 子ども・子育て支援施策の展開 

 

基本目標１．「こどもまんなか」の地域づくり 

 

（１）「こどもまんなか」の気運醸成と子どもの権利の保障 

子どもを社会のまんなかに据える「こどもまんなか社会」の実現を目指し、子どもにやさ

しい社会づくりの気運醸成に向けた取組を推進します。 

また、あらゆる場面において子ども一人ひとりが尊重され、すべての子どもの権利が保障

されるよう、保護者や子どもにかかわる大人の理解促進を図るとともに、すべての子ども・

若者の地域への参画を促進します。 

 

①「こどもまんなか社会」の実現に向けた取組の推進 

取組・事業名 
★追加事業 

内容 担当課 

知立市子ども条

例・こども基本

法等の周知 

・広報や市ホームページ等を活用し、「知立市子ども条

例」や「こども基本法」について広く周知するととも

に、条例で規定されている大人の責務を全うできるよ

う、啓発活動を実施します。 

・子どもが子どもの権利について正しく理解することが

できるよう、効果的な周知方法を検討します。 

子ども課 

子どもの声を汲

み取る仕組みづ

くり★ 

・市政やまちづくりに子どもが参画することができるよ

う、ワークショップや子ども議会等の機会を活用して

子どもの意見表明の機会を確保するとともに、意見を

表明しやすい環境を整備します。 

学校教育課 

 

 

②子どもの権利擁護 

取組・事業名 
★追加事業 

内容 担当課 

子どもの権利擁

護委員会★ 

・子どもの権利擁護委員会において、子どもの権利の侵

害について相談を受け、迅速な救済・支援を行うとと

もに、委員会の活動について広く周知を行います。 

子ども課 

保育所・小学校

での人権教室の

実施 

・子どもたちの人権に対する意識を高めるため、保育所

や小学校において、人権擁護委員による人権紙芝居や

人権人形劇などの人権教室を実施します。 

協働推進課 

 

 



25 

（２）子ども・若者の成長を支える環境づくり 

地域で子どもを守り、育んでいくことができる環境づくりに向けて、市民一人ひとりが子

どもたちの健やかな成長や子育てへの関心・理解を深めるための取組を推進します。 

また、子どもたちが身近な地域で豊かな人間性を育んでいくことができるよう、多様な遊

びの場や交流の場を提供するとともに、子どもたちが安心して過ごすことのできる居場所づ

くりに取り組みます。 

 

①子ども・若者の居場所づくり 

取組・事業名 内容 担当課 

児童センターの

充実 

・子どもの健全な育成を目的に、子どもが自由に遊び、

話し合い、多くの仲間とふれあいながら、楽しく過ご

すことができる場（児童厚生施設）を提供し、地域と

連携してセンターまつりやお茶会などの各種イベント

を実施します。 

子ども課 

公園・児童遊園

の充実 

・土地区画整理事業地内の公園については関係機関と連

携しつつ整備の検討を進めます。公園遊具等について

は引き続き点検を実施し、維持管理に努めます。 

・既存施設の点検を定期的に行い、安全性の確保を図る

とともに、効率的な施設の保全管理方法について検討

を行います。 

子ども課 

都市計画課 

地域における学

びの場の提供 

・子どもの健全な育成を図るため、児童センター等にお

いて学習スペースを提供するとともに、設置にあたっ

ては施設の立地条件や建物構造等を勘案して精査を行

います。 

・児童センターを学習の場だけでなく、子どもの居場所

としてとらえ、従来の利用者に対する周知のほか、中

学生以上に特化した周知や利用促進の手立てを検討し

ていきます。 

子ども課 

子ども食堂支援

事業 

・子どもや地域の人に無料または安価で食事と居場所を

提供する「子ども食堂」と情報共有を行い、活動に対

する支援の充実を図ります。 

福祉課 

中高生や若者の

居場所づくり 

・地域で子ども・若者の居場所づくりに取り組む団体等

の活動への支援を行います。 

・中高生や若者が同世代や大人との交流を深めることが

できる居場所づくりに向けて、事例等の研究を行いま

す。 

福祉課 

生涯学習ス

ポーツ課 
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②放課後児童対策のさらなる推進 

取組・事業名 内容 担当課 

放課後児童クラ

ブ（放課後児童

健全育成事業） 

・子どもの健全な育成を図るため、放課後に留守家庭と

なる小学生を対象に遊びや生活の場を提供します。 

・利用児童数が多くなる夏休み等の運営については、事

例等を研究し、対応策を検討していきます。 

子ども課 

放課後子ども教

室 

・小学生を対象に、放課後の安心安全な居場所を提供

し、学習・体験・交流活動を行います。 

・各学校との連携を密にし、各教室の現状を踏まえなが

ら安心安全な居場所となるように努め、運営委員会で

の情報交換や放課後子ども教室の運営状況を確認しな

がら活動の充実に努めます。 

学校教育課 

放課後児童クラ

ブと放課後子ど

も教室の連携 

・親の就労状況にかかわらず、すべての子どもに安心安

全な居場所の確保を図る観点から、放課後児童クラブ

と放課後子ども教室の連携を推進します。 

・相互に情報交換や運営状況を確認しあいながら活動の

充実を図ります。 

・人材の確保に向けて、効果的な募集方法を検討すると

ともに、運営に必要な場所の確保に向けて、施設の増

築や公共施設の配置計画の再編などを含めた広い視点

で対応策を検討します。 

子ども課 

教育庶務課 

学校教育課 

 

 

③安心安全なまちづくりの推進 

取組・事業名 内容 担当課 

通学路の安全点

検 

・各小中学校において通学路の安全点検を実施するとと

もに、「知立市通学路安全対策協議会」において、各

校が行った点検の結果と対策について確認・検討を行

い、対策の改善を図ります。 

・「知立市交通安全プログラム｣に基づき、各校と知立市

通学路安全対策協議会において、通学路安全対策のた

めの計画・評価・改善を行います。 

学校教育課 

子ども１１０番

の家との連携 

・子どもが不審者に声をかけられるなど、身の危険を感

じたときに逃げ込むことができる｢子ども１１０番の

家｣の拡大に努めるとともに、警察、学校、地域の連携

による保護・通報体制を整備します。 

・｢子ども１１０番の家」にのぼりを設置し、犯罪の抑止

や地域の防犯意識の高揚を図るとともに、子どもが利

用しやすい環境づくりに努めます。 

・学校等と連携して、児童生徒に対し、「子ども１１０

番の家」を周知し、活動方法について指導を行いま

す。 

学校教育課 
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④小児医療体制等の充実 

取組・事業名 内容 担当課 

小児救急医療体

制の充実 

・乳幼児の突発的な病気やけが等に速やかに対応できる

よう、地域の救急医療体制の充実を図ります。 

・夜間休日当番医制度を実施するとともに、広報、市ホ

ームページ等を活用し、救急電話相談等の周知を図り

ます。 

健康増進課 

かかりつけ医の

啓発 

・乳幼児健康診査のほか、広報、市ホームページ、リー

フレット等を活用し、早期の段階からかかりつけ医の

重要性についての周知を図ります。 

健康増進課 

医療情報の提供 ・広報、市ホームページ、リーフレット等を活用し、小

児医療に関する情報を発信するとともに、より効果的

な情報発信方法について検討を行います。 

健康増進課 
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基本目標２．安心して子どもを産み育てることができる環境づくり 

 

（１）安心安全な妊娠・出産への支援 

妊娠・出産に関する正しい知識の普及を図るとともに、各種健診や相談体制の充実等、安

心して妊娠・出産できる環境の整備を図ります。 

 

①妊娠・出産への支援 

取組・事業名 
★追加事業 

内容 担当課 

プレコンセプシ

ョンケアの推進
★ 

・性・妊娠・出産に関する正しい知識の普及を図りま

す。 

・予期せぬ妊娠等に関する相談窓口の周知を図ります。 

健康増進課 

不妊・不育に係

る相談支援 

・不妊治療に係る費用の一部を助成する「一般不妊治療

費助成事業」等により経済的負担の軽減を図るととも

に、様々な機会を活用して事業の周知を行います。 

・不妊・不育治療に関する情報提供を行います。 

健康増進課 

低所得者妊婦初

回産科受診料支

援事業★ 

・早期の妊娠届出を勧奨し、母体と胎児の健康の保持・

増進を図るため、妊娠判定を受ける低所得者に対して

妊婦初回産科受診料を助成します。 

健康増進課 

妊娠・出産に関

する相談支援 

・母子の健康の保持増進を目的に、妊娠届出時に母子健

康手帳とマタニティマーク入りキーホルダーを配布す

るとともに、安心安全な出産に向けて定期受診を促進

するため、妊産婦・乳児健康診査受診票を交付しま

す。 

・妊娠届出時において母子保健コーディネーターや助産

師・保健師により丁寧な生活状況等の聞き取りを行

い、情報提供や保健指導を行うとともに、妊娠期から

のきめ細かな支援により問題の早期解決に努めます。 

・妊娠期からの身近な相談窓口として、母子保健コーデ

ィネーターの周知を図るとともに、母子保健情報のデ

ジタル化を検討します。 

健康増進課 

妊婦のための支

援給付・ 妊婦等

包括相談支援事

業★ 

・すべての妊婦を対象に経済的支援を実施し、また妊娠

届出、妊娠８か月アンケート、赤ちゃん訪問の機会に

面談を行い、妊娠期から出産・子育て期まで一貫して

身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援

につなぐ妊婦等包括相談支援事業を一体的に実施しま

す。 

健康増進課 

妊産婦健康診査 ・母子の健康の保持増進に向けて、妊婦健康診査、産後

健康診査、妊産婦歯科健康診査の受診票を発行すると

ともに、健診の回数や内容について適宜検討を行いま

す。 

健康増進課 
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取組・事業名 内容 担当課 

妊産婦訪問事業 ・妊娠届出時の母子保健コーディネーター等の専門職に

よる個別面談や医療機関からの情報連携により、継続

的な支援が必要な妊産婦や外国籍で支援が必要な妊産

婦を把握し、家庭訪問を実施します。 

・妊娠・出産、育児に関する正しい知識の普及や生活状

況に応じた助言指導を行い、妊娠・出産、育児に対す

る不安や悩みの解消を図ります。 

健康増進課 

パパママクラス ・保護者が妊娠・出産、育児についての正しい知識を得

るとともに子どもが生まれた後のイメージが持つこと

ができるよう、子育て支援センターと協働して、パパ

ママクラスを開催します。 

・開催日程や内容等を適宜見直し、より参加しやすい教

室運営に努めます。 

健康増進課 

利用者支援事業

（こども家庭セ

ンター型母子保

健機能） 

・妊娠届出時に母子保健コーディネーターが妊婦の状況

を把握し、個別の応援プランを作成し、妊娠・出産・

子育て期にわたりきめ細かな切れ目のない支援を行い

ます。 

・電話、面談、訪問などによる支援を継続的に行うとと

もに、必要時に医療機関とスムーズに連携できる体制

づくりに努めます。 

子ども課 

健康増進課 

 

 

②産後の支援 

取組・事業名 内容 担当課 

産後ケア事業・

産後家事援助費

助成事業 

・支援を希望するすべての産婦と乳児を対象に、産科医

療機関等での心と体のケアを行う「産後ケア事業」を

実施します。 

・家族等のサポートがない産婦を対象に、産後の家事援

助の利用料について助成を行う「産後家事援助費助成

事業」を実施します。 

・支援を必要する方が適切な支援を受けられるよう、事

業の周知を図るとともに、里帰り中の産婦の利用につ

いての検討を進めます。 

健康増進課 

お誕生おめでと

う電話 

・出産後２週間から１か月までに助産師・保健師による

電話相談を行うとともに、相談内容に応じて、適宜必

要な支援につなげます。 

健康増進課 

新生児訪問事業 ・生後１か月までの乳児のいる家庭を訪問し、不安や悩

みの相談に応じるとともに、育児に関する情報提供や

養育環境の把握等を行います。 

・職員の資質向上を図るとともに、関係機関との連絡調

整を行い、適切な支援に努めます。 

健康増進課 

未熟児訪問事業 ・身体発育が未熟なまま出生した乳児の家庭を訪問し、

必要な保健指導を行います。 

・職員の資質向上を図るとともに、関係機関との連絡調

整を行い、適切な支援に努めます。 

健康増進課 
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取組・事業名 内容 担当課 

養育支援訪問事

業 

・保護者の養育に支援が必要と認められる乳幼児家庭を

保健師等が訪問し、相談・助言等を行うとともに、必

要に応じて適切な機関につなげます。 

・職員の資質向上を図るとともに、関係機関との連絡調

整を行い、適切な支援に努めます。 

健康増進課 

乳児家庭全戸訪

問事業（こんに

ちは赤ちゃん訪

問事業） 

・生後４か月までの乳児のいる家庭を保健師等が訪問

し、相談・助言等を行うとともに、育児に関する情報

提供や養育環境の把握等を行い、必要に応じて適切な

機関につなげます。 

・職員の資質向上を図るとともに、関係機関との連絡調

整を行い、適切な支援に努めます。 

健康増進課 

母子保健訪問事

業 

・健康診査や相談で支援が必要と認められる家庭を保健

師等が訪問し、相談・助言等を行うとともに、育児に

関する情報提供や養育環境の把握等を行い、必要に応

じて適切な機関につなげます。 

・適切な支援が行えるよう、職員の資質向上を図るとと

もに、関係機関との連絡調整を行います。 

健康増進課 

 

③子どもの成長・発達への支援 

取組・事業名 内容 担当課 

乳幼児健康診査 ・子どもたちの健やかな成長を支援するため、４か月

児、１歳６か月児、３歳児に健康診査を実施するとと

もに、個別相談を行います。 

・健康診査未受診児の状況把握に努め、訪問や面談等に

より、未受診児全員の早期把握に努めます。 

健康増進課 

予防接種 ・感染予防のため、予防接種法等に基づき、乳幼児、小

学生、中学生等を対象に定期予防接種を実施するとと

もに、転入者や未接種者の把握に努め、接種勧奨をも

れなく行います。 

・ＭＲ（麻しん風しん混合）ワクチンについては、国が

推奨する95％の接種率を目指して、効果的な勧奨方法

について検討します。 

健康増進課 

乳幼児の個別相

談・個別指導 

・乳幼児健康診査や事後教室、育児相談において、発達

や育児に関する相談を行い、適切な支援機関につな

げ、早期療育を図ります。 

・個別相談、個別指導において、それぞれの状況に適し

た相談に応じ、きめ細かな支援を行います。 

健康増進課 
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（２）幼児教育・保育の充実 

子ども一人ひとりの個性を尊重した質の高い幼児教育・保育の提供体制の充実を図るため、

教育・保育事業の質の向上に取り組みます。 

 

①質の高い幼児教育・保育の提供 

取組・事業名 

★追加事業 
内容 担当課 

老朽化した保育

所、幼稚園、認

定こども園、小

規模保育事業所

の整備★ 

・老朽化した保育所、幼稚園、認定こども園、小規模保

育事業所を整備し、園児の安全を守るとともに就学前

の子どもの教育・保育環境の充実を図ります。 

子ども課 

認定こども園の

普及促進 

・幼稚園と保育所の機能や特徴を併せ持ち、幼児教育・

保育を一体的に行う認定こども園の制度について普及

に努めるとともに、認定こども園への移行を希望する

施設に対し、相談支援を行います。 

子ども課 

私立幼稚園振興

費補助事業 

・私立幼稚園の教育内容を充実し、子どもの健やかな成

長と豊かな心を育むため、食育の推進や幼稚園行事の

実施に係る費用の一部を補助し、教育の質の確保に努

めます。 

・私立幼稚園の運営状況や本市の就学前児童数の動向等

を注視しつつ、適切な実施方法等の検証を行います。 

子ども課 

保育士研修事業 ・保育士の資質向上、各施設との連携強化を目的に、保

育所等や小規模保育事業所、認可外保育施設、幼稚園

に向けた研修を実施します。 

子ども課 

保育施設等巡回

指導 

・幼児教育・保育の質の向上に向けて、教育・保育に関

する専門性を有する指導的立場の職員による巡回指導

を行います。 

子ども課 

保健師巡回指導

事業 

・中央子育て支援センターを拠点として、保健師が各保

育所等を巡回し、保護者に対し子どもの健康相談、育

児相談、発達支援を行います。 

・各保育所等と連携を取りつつ、アレルギー対応が必要

な園児や離乳食期で入所する園児の保護者に対して適

切な指導を行います。 

子ども課 

幼稚園教諭・保

育士の人材確保 

・処遇改善や採用方法など効果的な人材不足への対応策

について、幼稚園教諭や保育士を養成する大学等との

連携を深め、人材の確保を図ります。 

子ども課 

第三者評価 ・保育サ－ビスの質の向上のため、第三者機関による専

門的・客観的立場からの評価を計画的に実施できるよ

う、環境整備に努めます。 

子ども課 
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取組・事業名 内容 担当課 

市独自の保育士

配置基準 

・保育の質の向上に向けて、保育士１人が保育する１歳

児の人数について市独自の基準（４人）により運営を

行います。 

・１歳児の待機解消に向けて、処遇面の改善等により保

育士の確保に努めていきます。 

子ども課 

就学前の教育・

保育施設等代表

者会議 

・幼稚園、保育所、小規模保育事業所の代表者で構成す

る「就学前の教育・保育施設等代表者会議」を開催

し、意見聴取や情報交換を行い、幼児教育・保育の質

の向上を図ります。 

子ども課 

 

②幼児教育・保育の提供に係る連携体制の強化 

取組・事業名 内容 担当課 

保育所・幼稚園

と小学校等の連

携 

・保育所、幼稚園から小学校への円滑な接続を図るた

め、保育所、幼稚園、小学校等で情報交換を行うとと

もに、関係機関との連携に努めます。 

子ども課 

保育所広域入所 ・保護者の里帰り出産等の都合で他の市町村の保育所へ

の入所を希望する場合において、該当の市町村と広域

入所の協議を行います。 

・里帰り出産等の都合で他の市町村の保育所への入所を

希望する保護者の支援を行います。 

子ども課 

 

③健全な運営に関する指導等 

取組・事業名 内容 担当課 

保育所の施設整

備 

・災害の浸水想定区域に指定される八橋保育園や知立保

育園のあり方について「就学前の教育・保育施設等代

表者会議」において検討を進めます。 

子ども課 

子育てのための

施設等利用給付

の円滑な実施 

・必要に応じて県へ幼稚園や認可外保育施設等の運営状

況、監査状況等の情報提供を要請するほか、立入調査

への同行依頼、関係法令等に基づく是正指導等の協力

をすることで、子育てのための施設等利用給付の公正

かつ適正な支給の確保に努めます。 

子ども課 
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（３）子育て支援施策の充実 

多様な子育て支援サービスを提供するとともに、子育てについて誰もが相談しやすい体制、

専門的な相談にも対応できる体制を整備していきます。 

また、より多くの人に子育て支援サービスを活用してもらうため、様々な手法による情報

発信に取り組みます。 

 

①子育て支援に関する情報発信 

取組・事業名 内容 担当課 

子育てガイドブ

ックの作成 

・子育て支援情報を総合的にまとめた子育てガイドブッ

クを作成するとともに、常に最新の情報を提供するこ

とができるよう、毎年度見直しを行います。 

・外国人住民に対しては、広報紙閲覧サービスアプリに

より情報を提供し、その効果について検証を行いま

す。 

・子育て世帯すべてに必要な情報が行き渡るよう、ガイ

ドブックの啓発に努めます。 

子ども課 

多様なメディア

を通じた情報発

信 

・子育て世代の生活スタイルが変化していること、情報

源が多様化していることを踏まえ、多様なメディアを

活用して情報発信を行います。 

・子育て世帯に広く情報が行き渡るよう、より効果的な

情報発信方法を検討します。 

子ども課 

 

②子育ての負担感・孤立感の軽減 

取組・事業名 
★追加事業 

内容 担当課 

子育て相談の充

実 

・子育て支援センター、保育所、児童センターにおいて

来所や電話、メールによる子育て相談や子育てに関す

る情報提供を行うとともに、必要に応じて関係機関と

の連絡調整を行い、適切な支援を行います。 

・子育て中の方が気軽に相談できるよう、相談窓口の周

知を図るとともに、多様な方法で相談できるよう体制

を整備します。 

子ども課 

こども家庭セン

ター★ 

・すべての妊産婦、子育て世帯、子どもに対し、母子保

健・児童福祉の両機能が連携・協働して、切れ目のな

い一体的な相談支援を行うことを目的に、こども家庭

センターを設置します。 

・合同ケース会議のあり方やサポートプランの作成、更

新、共有方法等、センターの運営方法を確立するとと

もに、多様化・複雑化する相談内容に対応できるよ

う、相談員等の専門性の向上に努めます。 

子ども課 

健康増進課 
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取組・事業名 
★追加事業 

内容 担当課 

子育て支援セン

ター事業（地域

子育て支援拠点

事業） 

・各子育て支援センターにおいて、子育て家庭を対象と

した育児講座を毎月開催するとともに、育児相談や子

育てサークルの支援を行います。 

・地域の社会資源との連携・協力のもと、子育て中の親

子の交流の場や子育てに関する情報提供、育児相談等

を行います。 

子ども課 

利用者支援事業

（基本型） 

・各子育て支援センターに地域における多様な子育て支

援サービス情報を一元的に把握した「子育て支援コー

ディネーター」を配置し、子育て家庭を対象とした相

談、情報提供を行います。 

・妊産婦や子育て中の保護者が家庭の状況や悩みに応じ

た支援を選択し利用できるよう、子育て支援コーディ

ネーターの専門性を活かした相談支援の実施に努めま

す。 

・来迎寺子育て支援センターに子育て支援コーディネー

ターを配置できるよう、人材確保・育成に努めます。 

子ども課 

こども誰でも通

園制度★ 

・保護者の就労等の理由を問わず、保育所などに通って

いない家庭の子ども（生後６か月から満３歳未満）を

対象に、保育所や認定こども園などの施設で、月 10 時

間までの預かりを行うとともに、子育てに関する相談

支援等を行います。 

・限られた人材をこども誰でも通園制度に配置するか、

保育要件のある乳児保育事業に配置するか、今後の保

育ニーズと合わせて慎重に検討を行います。 

子ども課 

子育て短期支援

事業（ショート

ステイ） 

・保護者が病気やその他の理由により、一時的に子ども

の養育が困難になった場合に、乳児院または児童養護

施設等で一定期間、養育・保護を行います。 

・より多くの利用ニーズに応えることができるよう、委

託先の確保に努めるとともに、子育て支援センターや

児童センター等において情報提供を行い、事業の周知

に努めます。 

子ども課 

子育て世帯訪問

支援事業★ 

・家事や子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭

や妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅を訪問支

援員が訪問し、家事、子育て等の支援を行います。 

子ども課 

健康増進課 
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③地域の子育て力の向上 

取組・事業名 内容 担当課 

大学との地域連

携の推進 

・保育士を養成する大学等と、人的・知的資源の交流や

物的資源の活用など多様な分野で協定を結び、連携・

協力を行うとともに、学生に本市の保育の現状等を伝

えるため、多くの養成校に出向きます。 

・学生の実習機会の増加などにより、保育人材の確保と

地域の保育の質の向上を図ります。 

子ども課 

ファミリー・サ

ポート・センタ

ー事業（子育て

援助活動支援事

業） 

・「子育てを援助してほしい方」と「子育てを援助した

い方」が助け合い子育てを行う会員組織であるファミ

リー・サポート・センター事業の活動を支援します。 

・ＳＮＳ等を活用し、会員でない市民にも交流会や研修

会の参加を募ることで事業の周知を図り、援助会員の

拡充に努めます。 

子ども課 

保育所地域活動

事業 

・地域に開かれた保育所を目指し、世代間交流や異年齢

児交流等の行事を通して、地域との交流を図ります。 

・各保育所において、地域のニーズに応じた交流事業を

実施します。 

子ども課 

子育て応援団事

業★ 

・市内の店舗・事業所等と協働し、子ども連れの外出が

安心して楽しめる地域づくりを進めます。 

子ども課 

 

④経済的負担の軽減 

取組・事業名 
★追加事業 

内容 担当課 

各種制度の周知
★ 

・広報や関係各課、関係機関等と連携を図りながら制度

の周知に努めます。 

・制度の周知にあたっては、より効果的な方法となるよ

う、検討を行います。 

子ども課 

国保医療課 

子ども医療費助

成 

・中学校３年生修了前までの子ども（通院は 15 歳に達す

る年度末まで、入院は 18 歳に達する年度末まで）の保

険診療による自己負担分を助成し、経済的負担の軽減

を図ります。 

・さらなる支援の充実に向けて、他市等の取組を研究

し、助成期間拡大について検討を進めます。 

国保医療課 

未熟児養育医療

費助成 

・身体の発育が未熟なままで生まれ入院養育が必要な１

歳未満の乳児に対し、その治療に必要な医療費を助成

します（所得に応じた自己負担額は子ども医療費で助

成）。 

・助成により経済的負担の軽減を図るとともに、医療機

関等と連携を図りながら周知に努めます。 

国保医療課 

副食費に係る補

足給付 

・保護者の世帯所得の状況等を勘案して、保育所等に対

して保護者が支払う費用の一部についての助成を行う

ことで、保護者の経済的負担を軽減します。 

子ども課 
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（４）仕事と家庭の両立に向けた支援 

ワーク･ライフ･バランスを実現させ、男女が対等な立場で子育てに参画することができる

よう、多様な働き方の実現や長時間労働の是正等について、企業や事業者へ働きかけを行う

とともに、多様なニーズに応じた保育サービスの充実を図ります。 

 

①多様な保育サービスの提供 

取組・事業名 
★追加事業 

内容 担当課 

待機児童解消対

策事業 

・年度途中での待機児童の解消に向けて、保育士の確保

や施設の整備を行うとともに、保育ニーズに対応した

入所枠の確保に努めます。 

子ども課 

延長保育事業 ・保護者の仕事等の都合で、通常の保育時間を超えて保

育が必要な場合に、保育所等で引き続き子どもを預か

ります。 

・担当保育士を適切に配置し、安定した事業実施ができ

るよう、人材の確保に努めます。 

子ども課 

乳児保育事業 ・多様な保育ニーズに対応するため、産休明けの乳児保

育を実施します。 

・対象施設の定員の拡充や必要な人材の確保に努めるな

ど、受入れ体制の充実を図ります。 

子ども課 

休日保育事業 ・日曜日、祝日に保護者の仕事等により、家庭での保育

ができない場合に、保育所等で子どもを預かります。 

・担当保育士を適切に配置し、安定した事業実施ができ

るよう、人材の確保に努めます。 

子ども課 

一時保育事業 ・保護者の傷病、入院等の事情で緊急的・一時的に子ど

もの世話が困難になった場合に、保育所等で子どもを

預かります。 

・利用ニーズに即して対象施設や定員の見直し、改善を

図ります。 

子ども課 

統合保育事業 ・保育所において、軽・中度の障がいがある子どもを受

け入れ、障がいのない子どもと一緒に保育する統合保

育を実施します。 

・よりよい保育を提供するため、他機関の受入れ等、事

業の拡充を検討します。 

・ニーズの増加に応じて加配保育士を適切に配置するな

ど、安定した事業実施ができるよう、人材の確保に努

めます。 

子ども課 

医療的ケア児保

育事業★ 

・保護者の仕事等の都合で、家庭での保育ができない医

療的ケア児（たんの吸引や経管栄養などの医療的ケア

が日常的に必要な児童）を受け入れるための看護師等

の配置など、保育環境の整備に努めます。 

子ども課 

病児・病後児保育 

事業（施設型） 

・子どもが病気または病気の回復期で、集団保育が困難

であり、保護者の仕事等により家庭での保育ができな

い場合に、医療機関併設施設で子どもを預かります。 

子ども課 
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②ワーク・ライフ・バランスの推進 

取組・事業名 内容 担当課 

男女共同参画推

進事業 

・男女共同参画に関する資料や情報の提供を行い、「男

は仕事、女は家庭」に代表される固定的性別役割分担

意識の解消を図ります。 

・市ホームページ等を活用し、男性の子育て理解及び男性

の育児休業取得の推進に関連する情報を発信します。 

協働推進課 

男性の家庭参画

の推進 

・男性の家庭参画が進むよう、男性の意識改革につなが

る講習会や講座を実施するとともに、男性の家事、子

育て等の参画につながる講座等を実施します。 

生涯学習ス

ポーツ課 

事業主への意識

啓発 

・ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて、市ホーム

ページ等を活用し育児休業の法令等の周知を図りま

す。 

・関係機関と連携を図り、労働環境の改善等について啓

発を行います。 

経済課 

ファミリー・フ

レンドリー企業

の普及促進 

・ワーク・ライフ・バランスの実現に取り組む企業を奨

励し、その取組を広く紹介する「愛知県ファミリー・

フレンドリー企業登録制度」の内容や登録企業の取組

例等に関する情報について、市ホームページ等を活用

して発信します。 

経済課 
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基本目標３．子どもの健やかな成長への支援 

 

（１）子どもの力と意欲を伸ばす学校教育の推進 

子どもが自ら学び、考え、行動することができるよう、小中学校において、生きる力を育

む教育を推進します。 

 

①質の高い学校教育の提供 

取組・事業名 
★追加事業 

内容 担当課 

きめ細かな指導

の充実★ 

・児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに即した指導を進

めるために、少人数指導や特別支援教育、外国人児童

生徒教育等の指導法を工夫し、教育環境の充実を図り

ます。 

学校教育課 

「生きる力」を

育む教育の充実
★ 

・児童生徒が生きる上で直面する多様な課題を自ら解決

していく力、確かな知識や技能、自他の生命や自然を

尊重する心、自らを律する精神、たくましい心身を育

むことができるよう、知・徳・体の調和のとれた学校

教育を推進します。 

学校教育課 

教職員の資質向

上と働き方改革

の推進★ 

・教職員の自己研鑽を支援し、研修の機会を創出すると

ともに、教育活動の多面的な見直しと望ましい働き方

の実現を図ります。 

学校教育課 

 

②家庭や地域の教育力の向上 

取組・事業名 
★追加事業 

内容 担当課 

学校・家庭・地

域との連携の推

進★ 

・学校、家庭、地域との連携を密にするために組織のあ

り方を見直し、積極的に情報発信を行うとともに、保

護者、地域人材の教育活動への参画の推進を図りま

す。 

学校教育課 

生涯学習ス

ポーツ課 

コミュニティ・

スクール推進事

業★ 

・段階的にコミュニティ・スクール（学校運営協議会を

設置している学校）を発足させ、学校の抱える課題の

解決や子どもの豊かな成長を目指し、社会総がかりで

の教育の実現を図ります。 

学校教育課 
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（２）思春期保健対策の推進 

児童生徒自らが心身の健康に関心を持ち、思春期の身体的、心理的な発達状況を理解する

ことができるよう、思春期の心の健康や性の問題に対応した健康教育を推進します。 

 

取組・事業名 内容 担当課 

「 い の ち の 教

育」等を活用し

た指導 

・小中学校で心身の成長や性に関する健康教育である

「いのちの教育」を行い、正しい知識の習得を図りま

す。 

健康増進課 

学校教育課 

 

学校における保

健活動の充実 

・保健体育の授業や道徳、総合的な学習の時間、特別活

動を活用し、保健学習や保健指導、がん教育、自殺防

止教育等を行います。 

・実施回数や実施内容について一層の充実を図ります。 

学校教育課 

 

 

（３）子どもに寄り添った支援の充実 

子どもが抱える悩みの解決に向け、子ども一人ひとりの状況に応じた適切な相談ができる

体制づくりに取り組みます。 

 

①相談体制の整備 

取組・事業名 内容 担当課 

スクールカウン

セラー・心の相

談員の充実 

・小中学校に配置しているスクールカウンセラーや心の

相談員と学級担任等の連携を円滑に行うための体制強

化を図ります。 

・人材の確保や相談体制の拡充等により、スクールカウ

ンセラーや心の相談員の教育相談機能の充実を図りま

す。 

学校教育課 

相談事業の充実 ・子どもが抱える悩みの相談に応じ、関係機関と連携し

ながら悩みの解決に向けて対応します。  

・相談事業について、ヤングケアラーやデートＤＶ等、

子どもや若者を取り巻く新たな課題の周知啓発に努め

るとともに、子どもや若者自身の権利意識の高揚を図

るための取組を進めます。 

協働推進課 

子ども課 

学校教育課 
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②いじめ・不登校対策の充実 

取組・事業名 
★追加事業 

内容 担当課 

むすびあい教室 ・不安や悩みがあって学校へ行けない児童生徒が安心し

て過ごすことのできる居場所として「むすびあい教

室」を実施し、指導員や他の通室生とのかかわりを通

して生きる力を育むことができるよう、支援を行いま

す。 

学校教育課 

チャレンジキャ

ンプ 

・不安や悩みがあって学校へ行けない児童生徒とその保

護者を対象とした支援プログラムとして、「チャレン

ジキャンプ」を実施します。 

学校教育課 

知立市不登校・

いじめ未然防止

対策協議会 

・総合的かつ効果的ないじめ対策を推進するため、「知

立市いじめ防止基本方針」に基づき、「知立市不登

校・いじめ未然防止対策協議会」を開催し、いじめや

不登校の防止と早期発見、早期対応に向けた支援策を

検討します。 

・「知立市不登校・いじめ未然防止対策協議会」や家

庭・地域の取組を紹介する広報紙を発行します。 

学校教育課 

教員研修会★ ・不登校に悩む児童生徒や保護者に対して、適切なかか

わりができるよう、関係機関の連携を強化し、目的に

応じた推進組織を設置するとともに、教育のスキル向

上に向けた研修を行います。 

学校教育課 
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基本目標４．若者の自立を支える環境づくり 

 

（１）就労、社会的自立に向けた支援 

若者が社会の一員として社会にかかわり、経済的に自立することができるよう、若者一人

ひとりの置かれた状況やニーズに応じたきめ細かな支援を行います。 

 

取組・事業名 
★追加事業 

内容 担当課 

キャリア教育の

推進★ 

・児童生徒一人ひとりのキャリア形成を支援するため、

学校の授業等を通して必要な意欲・態度や能力を育て

ます。 

・子どもたちが社会の一員としての意識を持つことがで

きるよう、関係機関等と連携して、地域交流の機会を

提供します。 

学校教育課 

若者の就労支援★ ・様々な機会を活用して「愛知わかものハローワーク」

や「求職者支援制度」等、就労に向けた支援に関する

周知を行います。 

・トライアル雇用等、若者の安定雇用の推進につながる

各種制度について、市内事業所や若者に対し周知を行

います。 

・保育士や介護等、福祉分野で活躍する若者が増えるよ

う、職業体験や施設見学の機会等を提供します。 

・若者が自分に合った就職ができるよう、ハローワーク

等と連携し、セミナーや職場体験、キャリアカウンセ

リング等を行うとともに、職場定着に向けた支援を行

います。 

福祉課 

経済課 

 

知立若者サポー

トステーション
★ 

・「知立若者サポートステーション」において、働くこ

とに不安を抱えている若者とその家族に対して、相談

や職業ふれあい等を実施し、社会的自立に向けた支援

を行います。 

福祉課 

経済課 

経済的な支援 ・経済的な理由により、高等学校への就学が困難な生徒

に対して奨学金を支給します。 

・失職、会社の倒産等により、家計収入が激減し、高等

学校への就学が困難な生徒に対して、緊急に奨学金を

支給します。 

・国や他自治体の動向を踏まえながら、支給内容の充実

を図ります。 

教育庶務課 
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（２）結婚や子どもを持つことへの支援 

若者が自らの意思で将来を選択できるよう、結婚や子どもを持つことに対する理解を深め

るための機会を提供するとともに、若者の結婚を応援する気運醸成を図ります。 

 

取組・事業名 
★追加事業 

内容 担当課 

結婚相談★ ・結婚相手の紹介や結婚のための様々な相談を受け付

け、希望者に出会いの場を提供します。 

市民課 

あいち結婚サポ

ートセンターの

周知等★ 

・ＡＩマッチングシステムを活用したマッチングから交

際、成婚までオンライン相談による伴走型支援を行う

愛知県の「あいち結婚サポートセンター」の周知を図

り、利用を促します。 

・愛知県が開催するイベントに関する情報提供を行いま

す。 

子ども課 
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基本目標５．きめ細かな対応が必要な子ども・家庭への支援 

 

（１）ひとり親家庭、生活困窮家庭への支援 

ひとり親家庭の自立に向けて、日常生活における支援や就労に関する支援、経済的支援等

を行います。 

また、経済的な理由で学習機会にめぐまれない子どもへの支援として、学習支援や居場所

づくりに取り組むとともに、保護者に対する自立支援や経済的支援等を行います。 

 

①日常生活に対する支援 

取組・事業名 内容 担当課 

ひとり親家庭の

相談事業の充実 

・母子・父子自立支援員による面談相談等を実施し、自

立に必要な情報の提供や就業に有利な資格や技能の取

得に関する相談・助言を行います。 

・各種研修等への参加により、母子・父子自立支援員の

資質の向上を図ります。 

・ひとり親家庭への支援に関する様々な制度について、

広く周知を行います。 

子ども課 

母子生活支援施

設・助産施設入

所措置 

・自立するために支援が必要な母子家庭に対し、生活と

子育ての援助を行うため、母子生活支援施設への入所

措置を行います。 

・経済的な理由により入院助産を受けることが困難な妊

産婦が助産施設を利用できるよう支援を行います。 

・母子生活支援施設や助産施設への入所が必要な家庭に

対して適切な措置がなされるよう、生活保護担当部署

等関係機関と連携を図ります。 

子ども課 

ひとり親家庭等

の親への就業支

援 

・「自立支援教育訓練給付金給付事業」や「高等職業訓

練促進給付金給付事業」により、就業に有利な資格や

技能の習得に向けた支援を行います。 

・高等学校を卒業していないひとり親家庭の母親、父親

に対し、「ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合

格支援給付金給付事業」を実施します。 

・より多くの人が制度を利用することができるよう、

様々な機会を活用して制度の周知に努めます。 

子ども課 
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②経済的支援 

取組・事業名 
★追加事業 

内容 担当課 

各種手当の支給 ・ひとり親家庭であるか、父母のいずれかが重度の障が

いの状態にあるなどの子ども（18 歳に達する年度末ま

で）の養育者に対し、手当を支給します（市遺児手

当・児童扶養手当）。 

・法令等の改正や実情に応じて、適宜内容の見直しを行

うとともに、改正内容に関して広く周知を行います。 

子ども課 

母子父子寡婦福

祉資金の周知 

・県の母子父子寡婦福祉資金の周知を図るとともに、母

子父子寡婦福祉資金に関する相談に応じます。 

子ども課 

母子家庭等医療

費助成 

・母子・父子家庭等の子ども（18 歳に達する年度末ま

で）と子どもの母・父等の保険診療による自己負担分

を助成し、経済的負担の軽減を図ります（所得制限あ

り）。 

国保医療課 

ファミリー・サ

ポート・センタ

ー利用支援事業 

・非課税世帯やダブルケア家庭等の依頼会員がファミリ

ー・サポート・センター事業を利用した場合に、利用

者負担額の一部を助成します。 

・利用促進に向け、制度の周知を図ります。 

子ども課 

就学援助 ・経済的な理由により、子どもを就学させるのが困難な

家庭に対して、学用品や学校給食費などの経費を援助

します。 

・就学援助認定作業において、学校との連携の強化に取

り組むとともに、支援制度の周知を行います。 

・他自治体の動向を踏まえながら、就学援助の充実を図

ります。 

学校教育課 

養育費保証事業

に関する研究★ 

・国や近隣自治体の状況を踏まえ、養育費保証を契約す

る際の初回保証料を自治体が負担または補助する「養

育費保証事業」を実施します。 

・養育費に関する公正証書作成のための手数料を補助し

ます。 

子ども課 

 

 

  



45 

（２）困難や生きづらさに直面する子ども・若者に対する支援 

経済的な理由や家庭環境等により、様々な支援が必要な子ども・若者に対し、相談支援を

実施するとともに、必要な支援が行き届く体制づくりを進めます。 

 

①子どもの貧困対策 

取組・事業名 内容 担当課 

子どもの学習・

生活支援事業 

・貧困の連鎖防止に向けて、生活保護世帯、生活困窮世

帯及び児童扶養手当受給世帯における子どもに対し、

個別の学習支援や居場所支援、社会体験活動の機会を

定期的に提供します。 

・学校、市、委託業者等関係団体との情報共有、意見交

換を定期的に行い、個別支援のさらなる充実を図ると

ともに、保護者に対して養育相談や助言を行います。 

福祉課 

子ども食堂支援

事業（再掲） 

・子どもや地域の人に無料または安価に食事と居場所を

提供する「子ども食堂」と情報共有を行い、活動に対

する支援の充実を図ります。 

福祉課 

 

②児童虐待の未然防止と虐待への対応 

取組・事業名 内容 担当課 

児童虐待防止に

向けた周知啓発 

・体罰や暴力によらない子育ての実現のため、妊娠早期

から保護者に対し子どもとの接し方や様々な困難への

対処法について助言します。 

・あらゆる機会を活用し、児童相談所全国共通ダイヤル

「189」の周知に努めます。 

・児童虐待防止月間に合わせて、子どもの権利に関する

広報・啓発を集中的に行い、子どもの権利について考

える気運の醸成を図ります。 

子ども課 

健康増進課 

利用者支援事業

（こども家庭セ

ンター型児童福

祉機能） 

・子どもと子育て家庭の様々な相談に応じるこども家庭

センターにおいて、子育てに関する様々な悩みの相談

に応じ、適切な助言・指導を行います。 

・要保護児童等に関する通告・通報への対応や、多様化

する相談内容に応じた支援につなげるため、相談員の

専門性の向上に努めるとともに関係機関との連携や情

報共有を強化します。 

子ども課 

健康増進課 

要保護児童対策

地域協議会の充

実 

・要保護児童等の早期発見や適切な保護・支援等を図る

ため、家庭児童相談室が要保護児童対策調整機関とな

り、関係機関との連携を深め、虐待の未然防止に努め

ます。 

・毎月開かれる実務者会議において要保護児童等の情報

を共有し、必要に応じてケ－ス検討会議を開催し、虐

待の早期対応を図ります。 

子ども課 
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③社会的養護を必要とする子どもに対する支援 

取組・事業名 
★追加事業 

内容 担当課 

里親制度の啓発 ・里親制度や里親養育体験発表会について、広報や市ホ

ームページ、パンフレット等により広く周知を図りま

す。 

子ども課 

養育環境が不安

定な児童生徒へ

の支援★ 

・養育環境が不安定な児童や生徒等に対し、緊急ケース

会議を必要に応じて開催するほか、個々のケースごと

にサポートプラン等を作成し、学校、子ども課、児童

相談所等の関係機関との連携強化を図り、適切に対応

します。 

子ども課 

学校教育課 

 

④ひきこもりへの支援 

取組・事業名 
★追加事業 

内容 担当課 

ひきこもり等支

援事業★ 

・ひきこもり等により社会生活に困難を抱える人やその

家庭等に対し、福祉、教育、医療、雇用等の様々な関

係機関が効果的に連携していけるよう、子ども・若者

支援地域協議会を組織して相談支援体制を整備しま

す。 

・ひきこもり等の相談・支援の中核として、子ども・若

者総合相談センターの設置を検討します。 

福祉課 

 

⑤ヤングケアラーへの支援 

取組・事業名 
★追加事業 

内容 担当課 

ヤングケアラー

に対する理解促

進★ 

・ヤングケアラーの社会的認知度を向上させるため、

様々な機会を活用し、周知を行います。 

・相談等があった場合に適切な支援につなぐことができ

るよう、福祉、介護、医療、教育等の関係者に対し、

ヤングケアラーに対する支援に関して研鑽を深めるた

め、必要な知見を共有していきます。 

子ども課 

相談支援体制の

構築 

・発見が困難で問題が顕在化しにくい特性を持つヤング

ケアラーを早期に発見し、適切な支援につなぐため、

相談支援体制を構築します。 

子ども課 

 

⑥自殺対策の推進 

取組・事業名 
★追加事業 

内容 担当課 

ＳＯＳの出し方

に関する教育★ 

・児童生徒が悩みをひとりで抱えることがないよう相談

体制の充実を図るとともに、ＳＯＳの出し方に関する

教育を推進します。 

学校教育課 
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取組・事業名 
★追加事業 

内容 担当課 

ストレスマネジ

メント教育の推

進★ 

・児童生徒がストレスに上手く対処し、たくましく生き

る力を身につけられるよう、認知行動療法に基づくス

トレスマネジメント教育の推進に取り組みます。また

各学校で教育が継続的に実施できるような体制づくり

を構築します。 

学校教育課 

多様な相談窓口

の周知啓発 

・子どもの多様な相談を受け付けるため、電話やＳＮＳ

などの相談窓口を広く周知します。 

子ども課 

スクールカウン

セラーや相談員

等のネットワー

ク体制の充実 

・定期的にスクールカウンセラー、心の相談員、学校の

教育相談担当教員の連絡会を市全体で開催し、連携強

化を図ります。 

・市全体で心の教室相談員の連絡会を開催し、連携強化

に努めます。 

学校教育課 

 

 

（３）障がい児への支援 

障がいのある子どもの健やかな成長を支援するため、障がいの状況や発達に応じて、必要

な教育・保育が受けられる体制づくりや日常生活への支援等を図ります。 

 

①障がいの早期発見と個々に応じた指導・相談 

取組・事業名 内容 担当課 

親子通所療育事

業（ひまわりル

ーム） 

・心身の発達に支援が必要な子どものための療育の場と

して、親子通所療育事業（ひまわりルーム）を実施し

ます。 

・指導方法の研究や指導者の育成等、療育事業の充実を

図ります。 

子ども課 

児童発達支援セ

ンター事業（知

立市立ひまわり

園） 

・高度な専門性に基づく発達支援、家族支援を行いま

す。 

・地域の障害児通所支援事業所に対して支援を行いま

す。 

・専門的な知識・経験に基づき、保育所等訪問支援等に

より、地域のインクルージョン推進の中核を担いま

す。 

・地域の発達支援に関する入口としての相談機能を行う

ことができる体制を整備します。 

・支援のため必要な専門職の充実に努めます。 

子ども課 
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②適切な保育・教育の提供 

取組・事業名 内容 担当課 

統合保育事業 

（再掲） 

・保育所において、軽・中度の障がいがある子どもを受

け入れ、障がいのない子どもと一緒に保育する統合保

育を実施します。 

・よりよい保育を提供するため、他機関の受入れ等、事

業の拡充を検討します。 

・ニーズの増加に応じて加配保育士を適切に配置するな

ど、安定した事業実施ができるよう、人材の確保に努

めます。 

子ども課 

医療的ケア児保育 

事業★（再掲） 

・保護者の仕事等の都合で、家庭での保育ができない医

療的ケア児（たんの吸引や経管栄養などの医療的ケア

が日常的に必要な児童）を受け入れるための看護師等

の配置など、保育環境の整備に努めます。 

子ども課 

特別支援教育の

充実 

・障がいのある子どもの教育の充実を図るため、設置基

準に応じて小中学校へ特別支援学級の設置を図り、学

校における特別支援教育を推進します。 

・指導員のスキルの向上に向けて研修を実施するととも

に、「特別支援教育ハンドブック（保護者向け）」の

改訂を行います。 

学校教育課 

通級指導教室 ・通級指導教室において、発達障がい等のある児童生徒

に対し、障がいに応じた適切な指導を行うとともに、

担当教員の増員や配置の工夫等により支援体制の強化

を図ります。 

・指導力の向上に向けて、通級担当教員と学級担任等に

対し、通級指導に対する理解を深めるための研修を実

施するとともに、通級担当教員と学級担任等の連携を

円滑に行うための体制づくりを行います。 

学校教育課 

特別支援教育連

携協議会の設置 

・「特別支援教育連携協議会」において、障がいのある

子どもやその保護者等の多様なニーズに応えるため、

教育、福祉、医療等が一体となって、就学前から中学

校卒業以降にわたって一貫して支援を行う方法を検討

し、個別の支援計画を策定します。 

・グレーゾーンの子どもの増加など、今日的な課題への

対応についての検討を行います。 

学校教育課 

就学指導の充実 ・障がいのある子どもの教育条件の改善に向けて、就学

援助事業の充実を図るとともに、就学指導体制の充実

を図ります。 

・最適な学びの場を選べるよう、学校の見学や体験につ

いて周知を行うとともに、学校や幼稚園、保育所と連

携を密にし、よりよい就学指導について検討を行い、

さらなる充実を図ります。 

学校教育課 

 

  



49 

③日常生活を支えるための支援 

取組・事業名 内容 担当課 

障害児通所支援

事業 

・障がいの有無にかかわらず、子どもがともに成長でき

るよう、地域社会への参加・包容（インクルージョ

ン）を推進するため、通所支援サービスを提供します

（児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪

問支援、障がい児相談支援等）。 

・利用後の成果という視点に立ち、事業内容の検討を行

います。 

福祉課 

地域生活支援事

業 

・障がいのある人（子どもも含む）が能力と適性に応じ

て自立した生活を営むことができるよう、指定事業者

と契約等を結び、適切なサービスを提供します（相談

支援事業、日常生活用具給付事業、移動支援事業、日

中一時支援事業等）。 

福祉課 

基幹相談支援セ

ンター 

・障がいのある人（子どもも含む）が必要なサービスを

受けることができるよう、「基幹相談支援センター」

において、電話、家庭訪問等による相談や関係機関と

の連絡調整、申請等の支援を行います。 

福祉課 

障がい児等への

各種手当の支給 

・特別児童扶養手当、障害児福祉手当、在宅重度障害者

手当、心身障害者扶助料を支給し、経済的な支援を行

います。 

・制度の周知を図るため、障害児通所支援の利用者や事

業者に情報提供を行うとともに、障害者手帳の取得時

等に案内を行います。 

福祉課 

障がい者医療費

助成 

・身体障害者手帳１～３級の人、療育手帳Ａ・Ｂ判定の

人、自閉症状群と診断された人等の保険診療による自

己負担分を助成し、経済的負担の軽減を図ります。 

・広報や他課と連携を図りながら制度の周知に努めま

す。 

国保医療課 

自立支援医療費

の支給（育成医

療・精神通院医

療） 

・心身の障がいを除去したり、軽減するための治療に要

する医療費の一部を助成します。 

・医療機関と連携を図り、支給もれを防ぐとともに、制

度の周知に努めます。 

福祉課 

精神障がい者医

療費助成 

・精神障害者保健福祉手帳１、２級の人、自立支援医療

受給者証の交付を受けた人などに対し、保険診療によ

る自己負担分を助成し、経済的負担の軽減を図ります

（自立支援医療受給者証のみ所持している人は指定医

療機関の通院のみ助成）。 

国保医療課 
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（４）外国人家庭への支援 

多国籍化が進む中、外国人家庭が子育てしやすい環境づくりに向けて、安心して出産、子

育てができるよう外国語での子育て情報の提供や子育てに関する相談を行うための通訳を配

置します。また、就学時の日本語教育等の支援を行います。 

 

①保護者に対する支援 

取組・事業名 
★追加事業 

内容 担当課 

子育て情報の多

言語提供 

・外国人家庭に子育てに関する情報が届くよう、妊娠・

出産、子育てに関する情報を多言語（ポルトガル語

等）で発信します。 

・外国人家庭に対して子育てに関する相談支援が行える

よう、保育園や保健センター等に通訳を配置します。 

・外国人住民が適切な支援につながることができるよ

う、電話通訳システムの周知を行います。 

子ども課 

健康増進課 

みらい Jr.（多文

化 子 育 て サ ロ

ン）★ 

・外国人家庭が不安や孤独を感じることなく楽しく安心

して子育てできるよう、多文化子育てサロンにおい

て、生活に役立つ情報の提供や、外国人親子と日本人

親子の交流の機会を創出します。 

企画政策課 

保育園等におけ

る相談・支援★ 

・保育園等において、多言語対応可能な翻訳機を活用

し、情報提供、相談支援を行います。 

子ども課 

日本語通訳者・

翻訳者の配置 

・学校生活の相談の通訳や、学校や学級からの連絡事項

を翻訳できる人材を配置し、就学援助等の支援制度に

ついての情報提供やその他の支援を行います。 

・日本語通訳者、日本語翻訳者の充実を図ります。 

・多言語に対応できる日本語指導助手の雇用等により、

支援体制の充実を図ります。 

学校教育課 

CHIRYU にほんご

教室★ 

・外国人住民が安定的な雇用形態を獲得できるようにす

るため、日本語教育、キャリア教育を行います。 

・受講者に対して、日本語学習を通した地域住民との交

流を促進します。 

企画政策課 

 

②子どもに対する支援 

取組・事業名 内容 担当課 

早期適応教室 ・「早期適応教室」において、日本語による授業の理解

が困難な外国人の児童生徒に、初期の日本語教育や小

中学校への適応指導を行い、小中学校への早期適応に

向けた支援を行います。 

・知立南中学校内に新たな早期適応教室（花しょうぶ教

室）を設置します。 

・早期適応教室指導員の充実を図るとともに、指導員の

研修の機会を確保します。 

学校教育課 
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取組・事業名 
★追加事業 

内容 担当課 

日本語指導助手

の配置 

・日本語による授業の理解が困難な外国人の児童生徒を

支援するため、外国人の児童生徒数が特に多い知立東

小学校及び知立南中学校それぞれに、日本語指導助手

を配置し、初期の日本語教育や小中学校への適応指導

を行います。 

・多言語に対応できる日本語指導助手の雇用等により、

支援体制の充実を図ります。 

学校教育課 

外国人生徒に対

する進路指導★ 

・保護者や生徒自身の考えをよく聞き、相談しながら進

路指導を進めることができるよう、訪問や懇談会等の

際には必要に応じて日本語指導助手が同席し、支援を

行います。 

学校教育課 
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第５章 教育・保育事業等の提供体制 

 

１．見込み量（ニーズ量）の設定 

 

（１）見込み量の算出方法 

国の方針では、子ども・子育て支援に係る現在の利用状況及び潜在的な利用希望を含めた

利用希望を把握した上で、５年間の教育・保育事業及び地域子ども・子育て支援事業の量の

見込みを定めるとともに、その提供体制とその実施時期等を盛り込むこととされています。 

本市においても、2023 年度（令和５年度）に実施した「知立市子ども・子育てに関するア

ンケート調査」の結果や利用実績、今後の動向を踏まえ、目標事業量を設定しています。 

■見込み量の算出の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口の推計 

教育・保育事業の見込み量の算出 

・延長保育事業 

・放課後児童クラブ 

・子育て短期支援事業 

・地域子育て支援拠点事業 

・一時預かり事業 

・病児・病後児保育事業 

・ファミリー・サポート・センター事業 

家庭類型別の各事業の利用意向率の算出 

・１号認定 

（教育標準時間認定、幼稚園・認定こども園利用） 

・２号認定① 

（保育認定、幼稚園・認定こども園利用） 

・２号認定② 

（保育認定、認定こども園・保育所利用） 

・３号認定 

（保育認定、認定こども園・保育所・地域型保育 

利用） 

確保方策の検討 

【家庭類型】 

タイプＡ：ひとり親家庭 

タイプＢ：フルタイム×フルタイム 

タイプＣ：フルタイム×パートタイム 

タイプＣ’：フルタイム×パートタイム（短時間） 

タイプＤ：専業主婦（夫） 

タイプＥ：パートタイム×パートタイム 

タイプＥ’：パートタイム×パートタイム（短時間） 

タイプＦ：無業×無業 

実績・今後の需要予測の検討 

家庭類型の算出 

家庭類型別児童数の算出 

確保方策の検討 

・乳児家庭全戸訪問事業 

・妊産婦健康診査事業 

・養育支援訪問事業 

・利用者支援事業 

・副食費に係る補足給付事業 

・産後ケア事業【新規】 

・子育て世帯訪問支援事業【新規】 

・乳児等通園支援事業【新規】 

・妊婦等包括相談支援事業【新規】 

実
績
等
か
ら
見
込
み
量
を
算
出 

地域子ども・子育て支援事業の見込み量の算出 

アンケート調査の実施 
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670 633 657 602 572 622 622 619 618 611

1,359 1,277 1,257 1,235 1,249 1,151 1,159 1,207 1,203 1,200

1,970 2,002 1,902 1,917 1,814 1,825 1,763 1,725 1,678 1,686

2,033 1,970 1,928 1,896 1,936 1,866 1,869 1,760 1,773 1,711

2,015 2,048 2,050 2,007 1,942 1,893 1,867 1,907 1,837 1,841

8,047 7,930 7,794 7,657 7,513 7,357 7,280 7,218 7,109 7,049

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

2020年

（R2）

2021年

（R3）

2022年

（R4）

2023年

（R5）

2024年

（R6）

2025年

（R7）

2026年

（R8）

2027年

（R9）

2028年

（R10）

2029年

（R11）

０歳 １・２歳 ３～５歳 ６～８歳 ９～11歳

（人）

（２）児童人口推計 

見込み量算定の基礎となる 2025 年度（令和７年度）～2029 年度（令和 11 年度）の人口推

計については、2020 年（令和２年）～2024 年（令和６年）の住民基本台帳及び外国人登録人

口（各年３月末）をもとに、コーホート変化率法により算出しました。 

 

【年齢（各歳）別の人口推計】 

 実績 推計 

年齢 
2020 年

（R2 年） 

2021 年

（R3 年） 

2022 年

（R4 年） 

2023 年

（R5 年） 

2024 年

（R6 年） 

2025 年

（R7 年） 

2026 年

（R8 年） 

2027 年

（R9 年） 

2028 年

（R10 年）

2029 年

（R11 年）

０歳 670 633 657 602 572 622 622 619 618 611 

１歳 660 646 617 649 605 563 612 612 608 608 

２歳 699 631 640 586 644 588 547 595 595 592 

３歳 638 685 611 635 571 630 576 535 582 582 

４歳 704 635 679 614 640 571 630 575 535 582 

５歳 628 682 612 668 603 624 557 615 561 522 

６歳 643 622 678 612 663 599 620 553 611 558 

７歳 711 639 616 670 612 659 595 616 550 607 

８歳 679 709 634 614 661 608 654 591 612 546 

９歳 680 677 696 629 607 654 602 648 585 606 

10 歳 694 681 677 705 633 610 658 605 651 588 

11 歳 641 690 677 673 702 629 607 654 601 647 

合計 8,047 7,930 7,794 7,657 7,513 7,357 7,280 7,218 7,109 7,049 

 

 

【年齢区分別の人口推計】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※コーホート変化率法：各コーホート（同年または同期間）の過去における実績人口の動態から「変化率」を求め、

それに基づき将来人口を推計する方法。  

【実績】 【推計】 
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（３）教育・保育提供区域の設定 

国では、地理的条件、人口、交通事情などを総合的に勘案し、地域の実情に応じて、保護

者や子どもが居宅より容易に移動することができる可能な区域（以下、「教育・保育提供区域」

という）を定め、教育・保育提供区域内での需給計画を立てることとしています。 

本市では、７小学校区や３中学校区といった単位で教育・保育提供区域を設定することも

考えられますが、以下のことを考慮し、市全体を一つの区域として設定します。 

① 小学校区では、教育・保育提供区域内での需給調整が難しいと考えられること。 

② 日常的な生活圏域としては市域が狭く、すべての区域範囲において、規模的に問題ない範

囲の程度であること。 

③ 明治 39年に知立町、上重原村、牛橋村、長崎村（一部）が合併し知立町となって以降合

併もなく、歴史的にみても、今日までにまち全体での結びつきは十分であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●子育て支援センター 

（３か所） 

◆ 保健センター 

★ 小学校（７校） 

 

●保育所（11 園） ●認定こども園（２園） ■幼稚園（４園） 

❶ 知立保育園 ❽ 八橋保育園 ⓬ 猿渡保育園 知立幼稚園 

❷ 来迎寺保育園 ❾ 宝保育園 ⓭ 徳風こども園 長篠幼稚園 

❸ 上重原保育園 ❿ 上重原西保育園  桜木幼稚園 

❹ 知立南保育園 ⓫ 知立なかよし保育園 ● 地域型保育事業所（２園） はなの木幼稚園 

❺ 逢妻保育園  ⓮ さくらんぼ保育園  

❻ 高根保育園  ⓯ 華の子保育ランド  

❼ 新林保育園    

16 

17 

18 

19 
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２．事業の見込み量と提供体制 

 

（１）教育・保育事業 

幼児期の教育や保育を必要とする人が、教育・保育施設（保育園、幼稚園、認定こども園等）

や地域型保育（小規模保育等）を利用できるよう、サービス提供体制を確保する事業です。 

【支給認定】 

１号認定：満３歳以上の小学校就学前の子どもであって、次に掲げる「２号認定」以外の状況であ

るという認定。 

２号認定：満３歳以上の小学校就学前の子どもであって、保護者の労働、疾病その他の事由により

家庭において必要な保育を受けることが困難であるという認定。 

３号認定：満３歳未満の小学校就学前の子どもであって、保護者の労働、疾病その他の事由により

家庭において必要な保育を受けることが困難であるという認定。 

※これらの認定は、子ども・子育て支援法において、小学校就学前の子どもの保護者の居住地の市町村が行う

こととされている。 

①３～５歳 

■１号認定、２号認定①（幼稚園・認定こども園利用） 

【実績】 

単位：人 
2020 年度 

（令和２年度） 
2021 年度 

（令和３年度） 
2022 年度 

（令和４年度） 
2023 年度 

（令和５年度） 

Ａ．計画値 941 956 928 926 

 
１号認定 665 675 655 654 

２号認定① 276 281 273 272 

Ｂ．実績 853 925 857 840 

計画値に対する充足（Ａ－Ｂ） 88 31 71 86 

【本計画期間における見込み量】 

単位：人 
2025 年度 

（令和７年度） 
2026 年度 

（令和８年度） 
2027 年度 

（令和９年度） 
2028 年度 

（令和10年度）
2029年度 

（令和11年度）

Ａ．見込み量 715 691 676 658 660 

 
１号認定 599 579 566 551 553 

２号認定① 116 112 110 107 107 

Ｂ．確保量 1,024 1,024 1,024 1,024 1,024 

充足（Ｂ－Ａ） 309 333 348 366 364 

※幼稚園は、子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園。 

【提供体制の確保方策】 

現在、子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園４施設及び私立幼保連携型

認定こども園１施設で事業を行っています。また、2025 年度（令和７年度）から私立保育所

１施設が幼保連携型認定こども園へ移行を予定していることから、１号認定については必要

な量が確保されています。２号認定①については、幼稚園と幼稚園型の一時預かり（長時

間・通年）の利用で確保を見込んでおり、現在の体制で必要な量が確保されています。 
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■２号認定②（保育所・認定こども園利用） 

【実績】 

単位：人 
2020 年度 

（令和２年度） 
2021 年度 

（令和３年度） 
2022 年度 

（令和４年度） 
2023 年度 

（令和５年度） 

Ａ．計画値 1,004 1,021 990 988 

Ｂ．実績 1,067 1,026 1,026 1,031 

計画値に対する充足（Ａ－Ｂ） ▲63 ▲5 ▲36 ▲43 

【本計画期間における見込み量】 

単位：人 
2025 年度 

（令和７年度） 
2026 年度 

（令和８年度） 
2027 年度 

（令和９年度） 
2028 年度 

（令和10年度）
2029年度 

（令和11年度）

Ａ．見込み量 1,110 1,072 1,049 1,021 1,026 

Ｂ．確保量 1,157 1,157 1,157 1,157 1,157 

充足（Ｂ－Ａ） 47 85 108 136 131 

【提供体制の確保方策】 

現在、公立保育所 10 施設、私立保育所２施設、私立幼保連携型認定こども園１施設、小規

模保育事業所２施設の計 15 施設で事業を行っています。2025 年度（令和７年度）からは私立

保育所１施設が幼保連携型認定こども園へ移行を予定しており、２号認定の利用定員の拡大

を予定していることから、必要な量が確保されています。 

 

②０～２歳 

■３号認定（０歳） 

【実績】 

単位：人 
2020 年度 

（令和２年度） 
2021 年度 

（令和３年度） 
2022 年度 

（令和４年度） 
2023 年度 

（令和５年度） 

Ａ．計画値 110 113 116 120 

Ｂ．実績 107 110 107 105 

 
保育所等 100 103 101 97 

地域型保育事業 7 7 6 8 

計画値に対する充足（Ａ－Ｂ）  3  3  9  15 

【本計画期間における見込み量】 

単位：人 
2025 年度 

（令和７年度） 
2026 年度 

（令和８年度） 
2027 年度 

（令和９年度） 
2028 年度 

（令和10年度）
2029年度 

（令和11年度）

Ａ．見込み量 119 119 118 118 117 

Ｂ．確保量（定員） 124 124 124 124 124 

 
保育所等 116 116 116 116 116 

地域型保育事業 8 8 8 8 8 

充足（Ｂ－Ａ） 5 5 6 6 7 
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【提供体制の確保方策】 

現在、公立保育所 10 施設、私立保育所２施設、私立幼保連携型認定こども園１施設、小規

模保育事業所２施設の計 15 施設で事業を行っています。2025 年度（令和７年度）からは私立

保育所１施設が幼保連携型認定こども園へ移行を予定しており、３号認定の利用定員の拡大

を予定していることから、必要な量が確保されています。 

 

■３号認定（１・２歳） 

【実績】 

単位：人 
2020 年度 

（令和２年度） 
2021 年度 

（令和３年度） 
2022 年度 

（令和４年度） 
2023 年度 

（令和５年度） 

Ａ．計画値（１歳・２歳） 514 503 509 502 

Ｂ．実績 506 491 480 476 

 

保育所等 490 472 460 457 

 １歳 226 207 209 211 

 ２歳 264 265 251 246 

地域型保育事業 16 19 20 19 

 １歳 11 10 10 9 

 ２歳 5 9 10 10 

計画値に対する充足（Ａ－Ｂ）  8 12 29 26 

【本計画期間における見込み量】 

単位：人 
2025 年度 

（令和７年度） 
2026 年度 

（令和８年度） 
2027 年度 

（令和９年度） 
2028 年度 

（令和10年度）
2029年度 

（令和11年度）

Ａ．見込み量 491 490 513 511 510 

 
１歳 209 228 228 226 226 

２歳 282 262 285 285 284 

Ｂ．確保量（定員） 595 595 595 595 595 

 

保育所等 579 579 579 579 579 

 
１歳 247 247 247 247 247 

２歳 332 332 332 332 332 

地域型保育事業 16 16 16 16 16 

 
１歳 8 8 8 8 8 

２歳 8 8 8 8 8 

充足（Ｂ－Ａ） 104 105 82 84 85 

【提供体制の確保方策】 

現在、公立保育所 10 施設、私立保育所２施設、私立幼保連携型認定こども園１施設、小規

模保育事業所２施設の計 15 施設で事業を行っています。2025 年度（令和７年度）からは私立

保育所１施設が幼保連携型認定こども園へ移行を予定しており、３号認定の利用定員の拡大

を予定していることから、必要な量が確保されています。 
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（２）地域子ども・子育て支援事業 

①延長保育事業 

保育認定を受けた子どもについて、通常の利用時間以外の時間において、保育所等におい

て保育を実施する事業です。 

【実績】 

単位：人 
2020 年度 

（令和２年度） 
2021 年度 

（令和３年度） 
2022 年度 

（令和４年度） 
2023 年度 

（令和５年度） 

Ａ．計画値 1,225 1,226 1,209 1,201 

Ｂ．実績 1,530 1,328 1,310 1,224 

計画値に対する充足（Ａ－Ｂ） ▲305 ▲102 ▲101 ▲23 

【本計画期間における見込み量】 

単位：人 
2025 年度 

（令和７年度） 
2026 年度 

（令和８年度） 
2027 年度 

（令和９年度） 
2028 年度 

（令和10年度）
2029年度 

（令和11年度）

Ａ．見込み量 1,563 1,532 1,529 1,502 1,504 

Ｂ．確保量 1,563 1,532 1,529 1,502 1,504 

充足（Ｂ－Ａ） 0 0 0 0 0 

※明確な利用定員はないため、見込み量＝確保量としている。 

【提供体制の確保方策】 

現在、公立保育所 10 施設、私立保育所２施設、私立幼保連携型認定こども園１施設、小規

模保育事業所２施設の計 15 施設で事業を行っており、園ごとに柔軟な対応が行われているた

め、必要な量は確保されています。 
 
 

②放課後児童クラブ（放課後児童健全育成事業） 

保護者が就労等により昼間家庭にいない児童（小学校に就学している児童）に対し、授業

の終了後に専用施設等を利用して適切な遊び及び生活の場を提供し、児童の健全育成を図る

事業です。 

【実績】 

単位：人 
2020 年度 

（令和２年度） 
2021 年度 

（令和３年度） 
2022 年度 

（令和４年度） 
2023 年度 

（令和５年度） 

Ａ．計画値 541 525 526 520 

 

１年生 169 166 181 170 

２年生 165 145 143 156 

３年生 114 122 107 105 

４年生 71 70 74 66 

５年生 19 19 18 20 

６年生 3 3 3 3 

Ｂ．実績 313 340 389 399 

計画値に対する充足（Ａ－Ｂ） 228 185 137 121 
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【本計画期間における見込み量】 

単位：人 
2025 年度 

（令和７年度） 
2026 年度 

（令和８年度） 
2027 年度 

（令和９年度） 
2028 年度 

（令和10年度）
2029年度 

（令和11年度）

Ａ．見込み量 411 408 391 391 380 

 

１年生 135 133 128 128 124 

２年生 111 110 105 105 102 

３年生 85 84 81 80 78 

４年生 51 51 49 49 48 

５年生 22 23 22 23 22 

６年生 7 7 6 6 6 

Ｂ．確保量（定員） 550 550 550 550 550 

充足（Ｂ－Ａ） 139 142 159 159 170 

※学年ごとの明確な利用定員はないため、全体で量を確保することとする。 

【提供体制の確保方策】 

全小学校区で事業を実施しており、必要な量は確保されています。引き続き、事業の継続

に必要な人材の確保に努めます。 
 
 

③子育て短期支援事業（ショートステイ） 

保護者の疾病等の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童

について、児童養護施設等に入所させ、必要な保護を行う事業です。 

【実績】 

単位：人日 
2020 年度 

（令和２年度） 
2021 年度 

（令和３年度） 
2022 年度 

（令和４年度） 
2023 年度 

（令和５年度） 

Ａ．計画値 10 10 10 10 

Ｂ．実績 0 0 0 0 

計画値に対する充足（Ａ－Ｂ） 10 10 10 10 

【本計画期間における見込み量】 

単位：人日 
2025 年度 

（令和７年度） 
2026 年度 

（令和８年度） 
2027 年度 

（令和９年度） 
2028 年度 

（令和10年度）
2029年度 

（令和11年度）

Ａ．見込み量 10 10 10 10 10 

Ｂ．確保量 10 10 10 10 10 

充足（Ｂ－Ａ） 0 0 0 0 0 

※明確な利用定員はないため、見込み量＝確保量としている。 

【提供体制の確保方策】 

児童養護施設と事業の利用契約を締結しています。より柔軟な利用ができるよう施設に働

きかけながら、引き続き、必要な量の確保に努めます。 
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④地域子育て支援拠点事業 

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の

提供、助言その他の援助を行う事業です。 

【実績】 

単位：人回 
2020 年度 

（令和２年度） 
2021 年度 

（令和３年度） 
2022 年度 

（令和４年度） 
2023 年度 

（令和５年度） 

Ａ．計画値 52,320 51,612 51,648 51,084 

Ｂ．実績 17,490 16,943 27,519 29,453 

計画値に対する充足（Ａ－Ｂ） 34,830 34,669 24,129 21,631 

【本計画期間における見込み量】 

単位：人回 
2025 年度 

（令和７年度） 
2026 年度 

（令和８年度） 
2027 年度 

（令和９年度） 
2028 年度 

（令和10年度）
2029年度 

（令和11年度）

Ａ．見込み量 28,430 28,555 29,267 29,193 29,024 

Ｂ．確保量 28,430 28,555 29,267 29,193 29,024 

充足（Ｂ－Ａ） 0 0 0 0 0 

※明確な利用定員はないため、見込み量＝確保量としている。 

【提供体制の確保方策】 

現在、３施設で事業を実施しており、必要な量が確保されています。 
 
 

⑤一時預かり事業 

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、主として昼間に

おいて、幼稚園、保育所、子育て支援センター、その他の場所において、一時的に預かり、

必要な保護を行う事業です。 

 

■幼稚園型 

在籍児童を対象として、通常の教育時間の前後や長期休業期間中などに、保護者の要請等

に応じて実施する預かり保育事業です。 

【実績】 

単位：人日 
2020 年度 

（令和２年度） 
2021 年度 

（令和３年度） 
2022 年度 

（令和４年度） 
2023 年度 

（令和５年度） 

Ａ．計画値 17,617 17,902 17,384 17,361 

 
１号による利用 2,624 2,668 2,589 2,586 

２号による利用 14,993 15,234 14,795 14,775 

Ｂ．実績 22,484 29,634 24,571 26,359 

計画値に対する充足（Ａ－Ｂ） ▲4,867 ▲11,732 ▲7,187 ▲8,998 

 

  



61 

【本計画期間における見込み量】 

単位：人日 
2025 年度 

（令和７年度） 
2026 年度 

（令和８年度） 
2027 年度 

（令和９年度） 
2028 年度 

（令和10年度）
2029年度 

（令和11年度）

Ａ．見込み量 22,924 22,129 21,670 21,071 21,160 

 
１号による利用 3,329 3,213 3,146 3,059 3,073 

２号による利用 19,595 18,916 18,524 18,012 18,087 

Ｂ．確保量 22,924 22,129 21,670 21,071 21,160 

充足（Ｂ－Ａ） 0 0 0 0 0 

※明確な利用定員はないため、見込み量＝確保量としている。 

【提供体制の確保方策】 

私立幼稚園４施設で事業を行っており、必要な量が確保されています。 

 

■幼稚園型以外 

保育所や子育て支援センターなどにおいて、乳幼児を一時的に預かる事業です。 

【実績】 

単位：人日 
2020 年度 

（令和２年度） 
2021 年度 

（令和３年度） 
2022 年度 

（令和４年度） 
2023 年度 

（令和５年度） 

Ａ．計画値 3,377 3,379 3,331 3,309 

Ｂ．実績 2,549 3,115 3,432 3,900 

計画値に対する充足（Ａ－Ｂ） 828 264 ▲101 ▲591 

【本計画期間における見込み量】 

単位：人日 
2025 年度 

（令和７年度） 
2026 年度 

（令和８年度） 
2027 年度 

（令和９年度） 
2028 年度 

（令和10年度）
2029年度 

（令和11年度）

Ａ．見込み量 3,739 3,682 3,689 3,636 3,633 

Ｂ．確保量（定員） 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 

充足（Ｂ－Ａ） 461 518 511 564 567 

【提供体制の確保方策】 

現在、公立保育所３施設、子育て支援センター１施設の計４施設で事業を行っています。

また、2025 年度（令和７年度）から私立保育所１施設が幼保連携型認定こども園へ移行を予

定しており、一時預かり事業の実施を予定していることから、必要な量が確保されています。 
 
 

⑥病児・病後児保育事業 

病児・病後児について、医療機関等に付設された専用スペース等において、看護師等が一

時的に保育等を実施する事業です。 

【実績】 

単位：人日 
2020 年度 

（令和２年度） 
2021 年度 

（令和３年度） 
2022 年度 

（令和４年度） 
2023 年度 

（令和５年度） 

Ａ．計画値 252 252 248 246 

Ｂ．実績 6 52 79 194 

計画値に対する充足（Ａ－Ｂ） 246 200 169 52 
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【本計画期間における見込み量】 

単位：人日 
2025 年度 

（令和７年度） 
2026 年度 

（令和８年度） 
2027 年度 

（令和９年度） 
2028 年度 

（令和10年度）
2029年度 

（令和11年度）

Ａ．見込み量 186 184 181 179 177 

Ｂ．確保量（定員） 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 

充足（Ｂ－Ａ） 1,014 1,016 1,019 1,021 1,023 

【提供体制の確保方策】 

１事業者が事業を行っており、必要な量は確保されています。 
 
 

⑦ファミリー・サポート・センター事業（子育て援助活動支援事業） 

児童の預かり等の援助を受けることを希望する人と援助を行うことを希望する人との相互

援助活動に関する連絡、調整を行う事業です。 

【実績】 

単位：人日 
2020 年度 

（令和２年度） 
2021 年度 

（令和３年度） 
2022 年度 

（令和４年度） 
2023 年度 

（令和５年度） 

Ａ．計画値 1,281 1,277 1,265 1,254 

Ｂ．実績 1,325 1,316 1,581 1,284 

計画値に対する充足（Ａ－Ｂ） ▲44 ▲39 ▲316 ▲30 

【本計画期間における見込み量】 

単位：人日 
2025 年度 

（令和７年度） 
2026 年度 

（令和８年度） 
2027 年度 

（令和９年度） 
2028 年度 

（令和10年度）
2029年度 

（令和11年度）

Ａ．見込み量 1,494 1,478 1,465 1,443 1,431 

Ｂ．確保量 1,494 1,478 1,465 1,443 1,431 

充足（Ｂ－Ａ） 0 0 0 0 0 

※明確な利用定員はないため、見込み量＝確保量としている（数値は小学生の利用のみ）。 

【提供体制の確保方策】 

相互援助活動のため、援助を希望する日に援助を行うことができる人がいない場合があり

ます。援助を受けることを希望するときに利用できるよう、援助会員の確保に努めます。 
 
 

⑧乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん訪問事業) 

妊娠届や出生届の提出の際に把握した生後４か月までの乳児のいる全家庭を訪問し、子育

て支援に関する情報提供や養育環境等の把握を行う事業です。 

【実績】 

単位：人 
2020 年度 

（令和２年度） 
2021 年度 

（令和３年度） 
2022 年度 

（令和４年度） 
2023 年度 

（令和５年度） 

Ａ．計画値 721 714 705 698 

Ｂ．実績 590 648 605 616 

計画値に対する充足（Ａ－Ｂ） 131 66 100 82 

【本計画期間における見込み量】 
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単位：人 
2025 年度 

（令和７年度） 
2026 年度 

（令和８年度） 
2027 年度 

（令和９年度） 
2028 年度 

（令和10年度）
2029年度 

（令和11年度）

Ａ．見込み量 622 622 619 618 611 

Ｂ．確保量   622 622 619 618 611 

充足（Ｂ－Ａ） 0 0 0 0 0 

※明確な利用定員はないため、見込み量＝確保量としている。 

【提供体制の確保方策】 

量の見込みに対応できる赤ちゃん訪問員（保健師、看護師、保育士などの有資格者で研修

を受けた人）の確保に努めます。 
 
 

⑨妊産婦健康診査事業 

妊産婦の健康の保持及び増進を図るため、妊産婦に対する健康診査として、①健康状態の

把握、②検査計測、③保健指導を実施するとともに、妊娠期間中の適時に必要に応じた医学

的検査を実施する事業です。 

【実績】 

単位：人 
2020 年度 

（令和２年度） 
2021 年度 

（令和３年度） 
2022 年度 

（令和４年度） 
2023 年度 

（令和５年度） 

Ａ．計画値 777 770 760 753 

Ｂ．実績 744 655 697 686 

計画値に対する充足（Ａ－Ｂ） 33 115 63 67 

【本計画期間における見込み量】 

単位：人 
2025 年度 

（令和７年度） 
2026 年度 

（令和８年度） 
2027 年度 

（令和９年度） 
2028 年度 

（令和10年度）
2029年度 

（令和11年度）

Ａ．見込み量 622 622 619 618 611 

Ｂ．確保量 622 622 619 618 611 

充足（Ｂ－Ａ） 0 0 0 0 0 

※明確な利用定員はないため、見込み量＝確保量としている。 

【提供体制の確保方策】 

医療機関への委託等により、量の見込みに対応できる体制を確保します。また、妊娠届を

提出した妊婦に対して妊産婦・乳児健康診査受診票を発行し、受診を促します。 
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⑩養育支援訪問事業 

養育支援が特に必要な家庭に対して、保健師等が居宅を訪問し、養育に関する指導・助言

等を行うことにより、適切な養育の実施を確保する事業です。 

【実績】 

単位：人 
2020 年度 

（令和２年度） 
2021 年度 

（令和３年度） 
2022 年度 

（令和４年度） 
2023 年度 

（令和５年度） 

Ａ．計画値 231 230 227 226 

Ｂ．実績 276 285 234 197 

計画値に対する充足（Ａ－Ｂ） ▲45 ▲55 ▲7 29 

【本計画期間における見込み量】 

単位：人 
2025 年度 

（令和７年度） 
2026 年度 

（令和８年度） 
2027 年度 

（令和９年度） 
2028 年度 

（令和10年度）
2029年度 

（令和11年度）

Ａ．見込み量 263 259 259 255 255 

Ｂ．確保量 263 259 259 255 255 

充足（Ｂ－Ａ） 0 0 0 0 0 

※明確な利用定員はないため、見込み量＝確保量としている。 

【提供体制の確保方策】 

見込み量に対応できる保健師、助産師、看護師などの有資格者の確保に努めます。事業の

実施については、関係機関（産科医療機関等）からの情報提供等により訪問支援を行う必要

があると思われる家庭を把握し、その情報をもとに訪問する家庭や支援内容を決定した上で

行います。 
 
 

⑪利用者支援事業 

子ども及びその保護者等の身近な場所で、子育てに関する相談や情報提供、助言等の必要

な支援を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施する事業です。 

【実績】 

単位：か所 
2020 年度 

（令和２年度） 
2021 年度 

（令和３年度） 
2022 年度 

（令和４年度） 
2023 年度 

（令和５年度） 

Ａ．計画値 2 2 2 2 

 
基本型 1 1 1 1 

母子保健型 1 1 1 1 

Ｂ．実績 2 2 2 2 

 
1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

計画値に対する充足（Ａ－Ｂ） 0 0 0 0 
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【本計画期間における見込み量】 

単位：か所 
2025 年度 

（令和７年度） 
2026 年度 

（令和８年度） 
2027 年度 

（令和９年度） 
2028 年度 

（令和10年度）
2029年度 

（令和11年度）

Ａ．見込み量 3 3 3 3 3 

 

基本型 1 1 1 1 1 

こども家庭センター型 1 1 1 1 1 

地域子育て相談機関 1 1 1 1 1 

Ｂ．確保量 3 3 3 3 3 

 

基本型 1 1 1 1 1 

こども家庭センター型 1 1 1 1 1 

地域子育て相談機関 1 1 1 1 1 

充足（Ｂ－Ａ） 0 0 0 0 0 

【提供体制の確保方策】 

基本型は子育て支援センター、こども家庭センター型は、市役所と保健センターとが一体

となって対応を行います。事業の実施にあたっては、基本型は子育て支援コーディネーター

が妊産婦や子育て中の保護者が家庭の状況や悩みに応じた支援を選択して利用できるよう相

談支援を行います。こども家庭センター型は、保健師等の専門職である母子保健コーディネ

ーターが妊娠期から子育て期にわたって、電話、面談、訪問などによる支援を継続的に行う

とともに、定期健診や予防接種の場面等で児童虐待や児童の養育環境に支援が必要であると

認められた場合は、児童福祉担当部局が必要な支援策をともに検討し、関係機関との連携の

もと必要な手立てを講じます。併せて、これら利用者支援事業の機能の補完として、子育て

世帯の不安解消や状況把握の機会を増加することを目的に、より身近な相談先となる地域子

育て相談機関を子育て支援センターに設置します。 
 
 

⑫副食費に係る補足給付事業 

保護者の世帯所得の状況等を勘案して、特定教育・保育施設等に対して保護者が支払うべ

き副食費を免除または助成する事業です。 

【実績】 

単位：人 
2020 年度 

（令和２年度） 
2021 年度 

（令和３年度） 
2022 年度 

（令和４年度） 
2023 年度 

（令和５年度） 

Ａ．計画値 177 180 174 174 

Ｂ．実績 111 128 117 99 

計画値に対する充足（Ａ－Ｂ） 66 52 57 75 

【本計画期間における見込み量】 

単位：人 
2025 年度 

（令和７年度） 
2026 年度 

（令和８年度） 
2027 年度 

（令和９年度） 
2028 年度 

（令和10年度）
2029年度 

（令和11年度）

Ａ．見込み量 120 119 117 116 115 

Ｂ．確保量 120 119 117 116 115 

充足（Ｂ－Ａ） 0 0 0 0 0 

※明確な利用定員はないため、見込み量＝確保量としている（数値は新制度に移行していない幼稚園のみ）。 
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【提供体制の確保方策】 

保育所等における副食費について、低所得世帯等の負担軽減を図るため、国の示す基準に

加え、市独自の基準を設け、費用の一部を免除または補助します。  

また、新制度に移行していない幼稚園を利用している低所得世帯等についても、給食費の

うち「副食費相当分」の費用の一部を補助します。 
 
 

⑬産後ケア事業【新規】 

産後の母親の身体的回復と心理的な安定を促進するとともに、母親自身がセルフケア能力

を育み、母子とその家族が健やかな育児ができるよう支援する事業です。 

【本計画期間における見込み量】 

単位：人（延べ） 
2025 年度 

（令和７年度） 
2026 年度 

（令和８年度） 
2027 年度 

（令和９年度） 
2028 年度 

（令和10年度）
2029年度 

（令和11年度）

Ａ．見込み量 121 121 121 121 121 

Ｂ．確保量 121 121 121 121 121 

充足（Ｂ－Ａ） 0 0 0 0 0 

※明確な利用定員はないため、見込み量＝確保量としている。 

【提供体制の確保方策】 

2024 年度（令和６年度）は産科医療機関４か所、助産院３か所との委託契約により、必要

な量を確保できており、今後も同様の体制で必要量が確保できる見込みです。引き続き、利

用しやすい体制の整備に努めます。 
 
 

⑭子育て世帯訪問支援事業【新規】 

家事、子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がい

る家庭の居宅を、訪問支援員が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事、

子育て等の支援を行う事業です。 

【本計画期間における見込み量】 

単位：人日 
2025 年度 

（令和７年度） 
2026 年度 

（令和８年度） 
2027 年度 

（令和９年度） 
2028 年度 

（令和10年度）
2029年度 

（令和11年度）

Ａ．見込み量 24 24 24 24 24 

Ｂ．確保量 24 24 24 24 24 

充足（Ｂ－Ａ） 0 0 0 0 0 

※明確な利用定員はないため、見込み量＝確保量としている。 

【提供体制の確保方策】 

家事援助サービス提供事業者と契約し、支援を求める家庭に対しヘルパーを派遣します。 
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⑮乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）【新規】 

保育所等に通所していない０歳６か月～２歳の未就園児を対象に、保育所等において一時

的な預かりを行い、適切な遊びや生活の場を与えるとともに、保護者との面談を通じて、乳

児、児童及び保護者の心身の状況や養育環境を把握し、子育てに関する助言や情報提供等の

援助を行う事業です。 

【本計画期間における見込み量】 

単位：人（１日当たり） 
2025 年度 

（令和７年度） 
2026 年度 

（令和８年度） 
2027 年度 

（令和９年度） 
2028 年度 

（令和10年度）
2029年度 

（令和11年度）

Ａ．見込み量  6 6 6 6 

Ｂ．確保量（定員）  6 6 6 6 

充足（Ｂ－Ａ）  0 0 0 0 

【提供体制の確保方策】 

一時預かり事業（幼稚園型以外）の空き枠等の活用を予定することで、乳児等通園支援事

業（こども誰でも通園制度）の必要な量を確保します。 
 
 

⑯妊婦等包括相談支援事業【新規】 

妊婦やその配偶者に対して面談を行い、妊婦等の心身の状況や置かれている環境その他の

状況の把握を行うほか、母子保健及び子育てに関する情報の提供、相談その他の援助を行う

事業です。 

【本計画期間における見込み量】 

単位：人 
2025 年度 

（令和７年度） 
2026 年度 

（令和８年度） 
2027 年度 

（令和９年度） 
2028 年度 

（令和10年度）
2029年度 

（令和11年度）

Ａ．見込み量 1,866 1,866 1,857 1,854 1,833 

Ｂ．確保量 1,866 1,866 1,857 1,854 1,833 

充足（Ｂ－Ａ） 0 0 0 0 0 

※明確な利用定員はないため、見込み量＝確保量としている。 

【提供体制の確保方策】 

すべての妊婦等に対し、妊娠届出時、妊娠８か月時、赤ちゃん訪問時に面談を行い、産前

産後を通じて一貫して切れ目のない支援を実施します。 
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第６章 計画の推進体制と進行管理 

 

１．推進体制 

 

本計画は、子ども・子育て支援事業計画とこども基本法に基づく市町村こども計画を一体的に

定めるものであり、本市のすべての子どもと子育て家庭を対象とした子ども・子育て支援施策を

総合的に推進するための指針となるものです。子ども・子育て支援施策は福祉分野だけでなく、

保健、医療、教育など多岐の分野にわたるため、計画の推進にあたっては、子ども課が中心とな

り、関係各課と連携・協力を図りながら、全庁的に取り組む必要があります。 

また、家庭や地域、行政等それぞれが子育てや子どもの健全育成に対する責任や果たすべき役

割を認識し、子ども・子育て支援に取り組むことが必要不可欠であるため、家庭をはじめとして、

保育所、幼稚園、学校、地域、その他子育て支援に関する関係機関・団体等に対して本計画を広

く周知するとともに、関係機関との連携の強化を図ります。 

 

 

２．計画の進捗評価・検証 

 

本計画の実効性を高めるため、計画推進の仕組みとして、計画・実行・評価・改善のＰＤＣＡ

サイクルを活用し、毎年度、知立市子ども・子育て会議において計画の進捗について確認する機

会を設けることにより、計画の評価・検証を行います。教育・保育事業や地域子ども・子育て支

援事業の量の見込みと確保の内容についても毎年度点検・評価を行い、事業が計画に即して的確

に実施されるように管理します。 

また、子ども・子育てに関する個別の具体的な事例の情報交換や検討を行う必要がある場合に

は部会を立ち上げ、問題解決等のための具体的な検討をしていきます。 
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資 料 編 

 

１．計画の策定過程 

 

年月日 内容 

2023 年 

（令和５年）

７月 24 日 

■令和５年度 第１回知立市子ども・子育て会議 

・第２期知立市子ども・子育て支援事業計画の令和４年度実績報

告及び令和５年度事業実施予定について 

・次期知立市子ども・子育て支援事業計画の策定について 

11 月 16 日 

■令和５年度 第２回知立市子ども・子育て会議 

・知立市子ども・子育て支援事業計画の実績および実施予定内容

の報告様式について 

・第３期知立市子ども・子育て支援事業計画の策定に係るアンケ

ート調査案について 

12 月４日 ■高校生グループインタビューの実施 

12 月 12 日～

12 月 26 日 

■市民アンケートの実施 

①子どもの保護者に対する調査 

（未就学児童、小学生児童、中学生、15～18 歳） 

②子どもに対する調査 

（小学生児童、中学生、15～18 歳） 

2024 年 

（令和６年）

３月 28 日 

■令和５年度 第３回知立市子ども・子育て会議 

・第２期知立市子ども・子育て支援事業計画の令和５年度実績報

告及び令和６年度事業実施予定について 

・次期知立市子ども・子育て支援事業計画の策定に係るアンケー

ト調査結果について 

５月 30 日 

■令和６年度 第１回知立市子ども・子育て会議 

・第３期知立市子ども・子育て支援事業計画の骨子案、施策体系

案について 

７月 26 日 

■令和６年度 第２回知立市子ども・子育て会議 

・第３期知立市子ども・子育て支援事業計画案（個々の支援施

策）について 

10 月７日 
■令和６年度 第３回知立市子ども・子育て会議 

・第３期知立市子ども・子育て支援事業計画案について 

12 月 17 日～ 

１月 17 日 
■パブリックコメントの実施 

2025 年 

（令和７年）
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２．知立市子ども・子育て会議 

 

（１）会議条例 

○知立市子ども・子育て会議条例 

平成16年３月24日条例第４号 

改正 

平成18年12月25日条例第35号 

平成26年３月26日条例第10号 

令和５年３月20日条例第５号 

令和６年10月１日条例第22号 

知立市子ども・子育て会議条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４並びに次世代育成支援対策

推進法（平成15年法律第120号。以下「推進法」という。）第21条及びこども基本法（令和４年

法律第77号。以下「基本法」という。）第13条第３項並びに子ども・子育て支援法（平成24年

法律第65号。以下「支援法」という。）第72条第１項の規定に基づき、知立市子ども・子育て

会議（以下「子ども・子育て会議」という。）の設置及び運営に関する事項を定めるものとす

る。 

（設置及び担任事務） 

第２条 次に掲げる事務を担任させるため、子ども・子育て会議を置く。 

(１) 推進法第８条の市町村行動計画に関する事項を調査審議すること。 

(２) 支援法第72条第１項各号に掲げる事務を処理すること。 

(３) 基本法第10条第２項の市町村こども計画に関する事項を調査審議すること。 

(４)  その他市長が特に必要と認めること。 

（組織及び任期） 

第３条 子ども・子育て会議は、委員20人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

(１) 学識経験を有する者 

(２) 医療、福祉又は学校教育の関係者 

(３) 地域団体又は公共的団体を代表する者 

(４) 保育所又は幼稚園に在籍する児童の保護者 

(５) 市内に居住し、通勤し、又は通学する者 

(６) 関係行政機関の職員 

(７) 市の職員 

(８) その他市長が必要と認める者 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者

の残任期間とする。 
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４ 委員は、再任を妨げないものとする。 

（会長及び副会長） 

第４条 子ども・子育て会議に会長及び副会長各１人を置く。 

２ 会長は、委員の互選によって定め、副会長は、委員のうちから会長が指名する。 

３ 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代

理する。 

（会議） 

第５条 子ども・子育て会議の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会長は、会議

の議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 

（庶務） 

第６条 子ども・子育て会議の庶務は、福祉子ども部子ども課において処理をする。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が

子ども・子育て会議に諮って定める。 

附 則 

この条例は、平成16年４月１日から施行する。 

附 則（平成18年12月25日条例第35号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年３月26日条例第10号） 

この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月20日条例第５号） 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年10月１日条例第22号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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（２）委員名簿 

（敬称略・順不同） 

区分 団体名等 氏名 任期 

学識経験を有す

る者 
学識経験者 

蔭山 英順 

［会長］ 

2023年度（令和５年度）～

2024 年度（令和６年度） 

医療、福祉又は

学校教育の関係

者 

医師会代表 豊田 かおり 
2023年度（令和５年度）～

2024 年度（令和６年度） 

社会福祉協議会代表 
高橋 敦子 

［副会長］ 

2023年度（令和５年度）～

2024 年度（令和６年度） 

保育園代表 北村 信人 
2023年度（令和５年度）～

2024 年度（令和６年度） 

幼稚園代表 
川合 大一郎 2023 年度（令和５年度） 

松元 貴子 2024 年度（令和６年度） 

小中学校ＰＴＡ代表 
野村 勝己 2023 年度（令和５年度） 

霞 智子 2024 年度（令和６年度） 

小中学校校長会代表 
大橋 直樹 2023 年度（令和５年度） 

大島 稔 2024 年度（令和６年度） 

地域団体又は公

共的団体を代表

する者 

民生・児童委員代表 谷田 一敏 
2023年度（令和５年度）～

2024 年度（令和６年度） 

主任児童委員代表 長谷川 依句弥 
2023年度（令和５年度）～

2024 年度（令和６年度） 

保育所又は幼稚

園に在籍する児

童の保護者 

幼稚園保護者代表 
柴田 春奈 2023 年度（令和５年度） 

久米 枝里 2024 年度（令和６年度） 

保育園保護者代表 
尾村 あゆみ 2023 年度（令和５年度） 

長村 明日美 2024 年度（令和６年度） 

市内に居住し、

通勤し、又は通

学する者 

市内居住者代表（公募） 

石田 沙織 
2023年度（令和５年度）～

2024 年度（令和６年度） 

伊藤 邦子 
2023年度（令和５年度）～

2024 年度（令和６年度） 

関係行政機関の

職員 

衣浦東部保健所代表 
杉原 孝子 2023 年度（令和５年度） 

山本 由美子 2024 年度（令和６年度） 

刈谷児童相談センター

代表 

松永 聡 2023 年度（令和５年度） 

近藤 雅明 2024 年度（令和６年度） 

市の職員 

知立市代表 
水谷 弘喜 2023 年度（令和５年度） 

瀬古 俊之 2024 年度（令和６年度） 

知立市教育委員会代表 宇野 成佳 
2023年度（令和５年度）～

2024 年度（令和６年度） 

その他市長が必

要と認める者 

労働者代表 松田 斉 
2023年度（令和５年度）～

2024 年度（令和６年度） 

一般事業主代表 朝倉 信哉 
2023年度（令和５年度）～

2024 年度（令和６年度） 
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３．アンケート結果の概要 

 

■子育てに関する意識 

子育てを楽しいと感じているかについてみると、『楽しい』（「楽しい」＋「どちらかといえ

ば楽しい」）の割合は、未就学児童の保護者で 90.3％、小学生児童の保護者で 77.8％、中学

生の保護者で 75.5％、15～18 歳の保護者で 73.2％となっています。 

【保護者への調査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■子育てに関する不安・負担感 

子育てに不安や負担を感じているかについてみると、『感じている』（「強く感じている」＋

「感じている」）の割合は、未就学児童の保護者で 45.5％、小学生児童の保護者で 52.4％、

中学生の保護者で 43.4％、15～18 歳の保護者で 45.8％となっています。 

【保護者への調査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11.5 

15.1 

8.4 

11.6 

34.0 

37.3 

35.0 

34.2 

29.8 

26.6 

34.6 

28.9 

22.3 

17.7 

20.3 

21.1 

2.5 

2.7 

1.3 

3.7 

0.0 

0.5 

0.4 

0.5 

未就学児童

(n=524)

中学生

(n=237)

15～18歳

(n=190)

小学生

(n=734)

(%)
0 20 40 60 80 100

強く感じている 感じている どちらともいえない

あまり感じていない まったく感じていない 無回答

48.1 

34.7 

34.6 

30.0 

42.2 

43.1 

40.9 

43.2 

8.2 

19.3 

21.5 

21.1 

1.5 

2.2 

3.0 

5.3 

0.0 

0.7 

0.0 

0.5 

未就学児童

(n=524)

中学生

(n=237)

15～18歳

(n=190)

小学生

(n=734)

(%)0 20 40 60 80 100

楽しい どちらかといえば楽しい どちらともいえない 楽しいと感じられない 無回答
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52.3 

39.0 

44.7 

50.0 

28.4 

41.1 

32.9 

31.1 

1.5 

1.8 

0.8 

1.1 

3.2 

6.5 

6.8 

5.3 

3.4 

3.7 

6.8 

4.2 

11.1 

6.9 

7.6 

7.4 

0.0 

1.0 

0.4 

1.1 

未就学児童

(n=524)

中学生

(n=237)

15～18歳

(n=190)

小学生

(n=734)

(%)
0 20 40 60 80 100

あいさつする程度 ときどき立ち話をする 家へ上がって話をする

食事に行ったり、家族ぐるみでつき合っている人がいる

困っているときに相談したり助け合ったりしている

ほとんどつきあいはない 無回答

■地域とのつながりについて 

近所や地域の人とのつきあいの程度についてみると、小学生の保護者以外では「あいさつ

する程度」の割合が最も高くなっています。小学生の保護者については、「ときどき立ち話を

する」の割合が最も高くなっています。 

「困っているときに相談したり助け合ったりしている」の割合は、どの年代の保護者も数

パーセントにとどまっています。 

【保護者への調査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■子育てに対する地域の支えに対する意識 

自分の子育てが地域に支えられていると思うかについてみると、「感じる」の割合は、未就

学児童の保護者で 39.9％、小学生児童の保護者で 51.9％、中学生の保護者で 49.8％、15～18

歳の保護者で 38.9％となっています。 

【保護者への調査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

39.9 

51.9 

49.8 

38.9 

59.9 

46.5 

49.4 

60.5 

0.2 

1.6 

0.8 

0.5 

未就学児童

(n=524)

中学生

(n=237)

15～18歳

(n=190)

小学生

(n=734)

(%)0 20 40 60 80 100

感じる 感じない 無回答
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72.9 

59.8 

21.5 

10.4 

8.0 

4.1 

4.1 

4.0 

2.9 

1.9 

1.6 

0.7 

0.4 

0.1 

1.5 

6.4 

1.0 

0 20 40 60 80 100

友人や知人

祖父母等の親族

小学校教諭

近所の人

かかりつけの医師

保健所・保健センター

スクールカウンセラー

子育て支援センター、

児童センター等

市役所等の子育て

関連担当窓口

心理カウンセラー

などの心の専門家

児童相談センター

ボランティア活動など

を行っている民間団体

民生委員・児童委員

ベビーシッター

その他

相談できる人や機関等はない

無回答

(%)

小学生(n=734)

■子育ての相談先 

子育てについて気軽に相談できる人や機関等についてみると、未就学児童の保護者、小学

生児童の保護者ともに「祖父母等の親族」、「友人や知人」が上位２位となっていますが、未

就学児童の保護者は「祖父母等の親族」の割合、小学生児童の保護者は「友人や知人」の割

合が最も高くなっています。 

【保護者への調査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

74.2 

65.8 

20.4 

20.2 

10.3 

9.9 

9.2 

8.8 

0.8 

0.4 

0.4 

0.2 

0.0 

0.0 

0.8 

1.9 

0.0 

0 20 40 60 80 100

祖父母等の親族

友人や知人

子育て支援センター、

児童センター等

保育士

保健所・保健センター

幼稚園教諭

近所の人

かかりつけの医師

市役所等の子育て

関連担当窓口

児童相談センター

心理カウンセラー

などの心の専門家

ボランティア活動など

を行っている民間団体

民生委員・児童委員

ベビーシッター

その他

相談できる人や機関等はない

無回答

(%)

未就学児童(n=524)
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子育てについて気軽に相談できる人や機関等についてみると、中学生の保護者、15～18 歳

の保護者ともに「友人や知人」、「祖父母等の親族」の順で割合が高くなっています。 

【保護者への調査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

72.2 

62.4 

7.6 

7.2 

2.1 

0.8 

0.8 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.0 

0.0 

0.8 

9.7 

0.0 

0 20 40 60 80 100

友人や知人

祖父母等の親族

近所の人

学校教諭

かかりつけの医師

心理カウンセラー

などの心の専門家

スクールカウンセラー

子育て支援センター、

児童センター等

市役所等の子育て

関連担当窓口

保健所・保健センター

児童相談センター

ボランティア活動など

を行っている民間団体

民生委員・児童委員

その他

相談できる人や機関等はない

無回答

(%)

中学生(n=237)

71.1 

58.9 

9.5 

9.5 

2.6 

2.6 

1.1 

0.5 

0.5 

0.0 

0.0 

0.5 

0.0 

1.1 

12.1 

0.5 

0 20 40 60 80 100

友人や知人

祖父母等の親族

近所の人

学校教諭

かかりつけの医師

心理カウンセラー

などの心の専門家

スクールカウンセラー

子育て支援センター、

児童センター等

市役所等の子育て

関連担当窓口

保健所・保健センター

児童相談センター

ボランティア活動など

を行っている民間団体

民生委員・児童委員

その他

相談できる人や機関等はない

無回答

(%)

15～18歳(n=190)
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■母親の就労状況 

母親の就労状況についてみると、『就労している』（「フルタイムで就労」＋「フルタイムで

就労（産休・育休・介護休業中）」＋「パート・アルバイト等で就労」＋「パート・アルバイ

ト等で就労（産休・育休・介護休業中）」）の割合は、未就学児童の保護者で70.5％、小学生児

童の保護者で 80.1％、中学生の保護者で 83.8％、15～18 歳の保護者で 87.3％となっています。 

また、『フルタイム』の割合は、未就学児童の保護者で 44.5％、小学生児童の保護者で

37.8％、中学生の保護者で 27.5％、15～18 歳の保護者で 32.2％となっています。 

【保護者への調査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■子どもをみてもらえる人の有無 

子どもをみてもらえる人がいるかについてみると、『日常的にみてもらえる』（「日常的に祖

父母等の親族にみてもらえる」＋「日常的に子どもをみてもらえる友人・知人がいる」）の割

合は、未就学児童の保護者で 20.0％、小学生児童の保護者で 21.5％となっています。 

【保護者への調査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

21.5 

35.5 

27.5 

32.2 

23.0 

2.3 

0.0 

0.0 

21.1 

41.7 

56.3 

54.6 

4.9 

0.6 

0.0 

0.5 

29.5 

19.3 

16.2 

12.6 

0.0 

0.7 

0.0 

0.0 

未就学児童

(n=512)

中学生

(n=229)

15～18歳

(n=183)

小学生

(n=701)

(%)0 20 40 60 80 100

フルタイム フルタイム（産休・育休・介護休業中）

パート・アルバイト等 パート・アルバイト等（産休・育休・介護休業中）

就労していない 無回答

61.3 

18.9 

10.3 

1.1 

20.8 

0.0 

0 20 40 60 80 100

緊急時もしくは用事の際には

祖父母等の親族にみてもらえる

日常的に祖父母等の親族

にみてもらえる

緊急時もしくは用事の際には子ども

をみてもらえる友人・知人がいる

日常的に子どもをみてもらえる

友人・知人がいる

いずれもいない

無回答

(%)

未就学児童(n=524)

52.2 

18.4 

15.1 

3.1 

24.1 

0.4 

0 20 40 60 80 100 (%)

小学生(n=734)
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■市の子育てに対する取組に対する満足度 

市の子育てに対する取組に対する満足度についてみると、『満足』（「満足している」＋「ま

あ満足している」）の割合は、未就学児童の保護者では、《②妊娠・出産・育児期の健診の利

便性》で最も高く、約４割となっています。小学生児童の保護者では、《③地域における小児

医療サービスの利便性》、《②妊娠・出産・育児期の健診の利便性》の順に高く、ともに４割

を超えています。 

【保護者への調査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 

11.3 

10.9 

11.6 

3.4 

4.2 

4.0 

23.5 

28.1 

23.1 

24.8 

13.5 

19.5 

26.3 

46.2 

45.6 

37.8 

34.4 

60.9 

55.0 

46.6 

15.1 

10.9 

18.9 

18.3 

14.3 

14.9 

15.6 

8.8 

4.0 

9.4 

10.9 

7.6 

6.5 

7.4 

0.2 

0.2 

0.0 

0.0 

0.2 

0.0 

0.0 

①保育サービスの

充実と利便性

②妊娠・出産・育児期

の健診の利便性

③地域における小児医療

サービスの利便性

④公園など、身近な子ども

の遊び場の充実

⑤企業・事業所などの

子育て支援施策

⑥犯罪などの少ない

安心できる地域環境

⑦知立市における総合的

な子育てのしやすさ

(%)0 20 40 60 80 100

(n=524) 未就学児童（n=524）  

12.7 

13.9 

12.3 

8.3 

4.6 

5.4 

8.3 

26.0 

27.1 

29.2 

23.3 

12.8 

19.6 

26.6 

47.1 

47.5 

38.0 

36.5 

58.3 

49.0 

44.8 

9.7 

7.6 

15.3 

23.6 

16.8 

18.8 

15.1 

3.8 

2.9 

4.5 

7.6 

6.3 

6.4 

4.5 

0.7 

1.0 

0.8 

0.7 

1.2 

0.7 

0.7 

①保育サービスの

充実と利便性

②妊娠・出産・育児期

の健診の利便性

③地域における小児医療

サービスの利便性

④公園など、身近な子ども

の遊び場の充実

⑤企業・事業所などの

子育て支援施策

⑥犯罪などの少ない

安心できる地域環境

⑦知立市における総合的

な子育てのしやすさ

満足している まあ満足している 普通 やや不満である 不満である 無回答

(%)0 20 40 60 80 100

(n=734) 小学生（n=734）  
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市の子育てに対する取組に対する『満足』の割合は、中学生の保護者では、《③地域におけ

る小児医療サービスの利便性》、《②妊娠・出産・育児期の健診の利便性》、の順で割合が高く、

ともに３割台後半となっています。15～18 歳の保護者では、《③地域における小児医療サービ

スの利便性》、《④公園など、身近な子どもの遊び場の充実》の順で割合が高くなっています

が、ともに３割台前半にとどまっています。 

【保護者への調査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7.2 

7.2 

8.9 

7.6 

4.2 

3.4 

5.1 

24.5 

30.0 

28.7 

21.5 

11.0 

19.8 

22.8 

57.0 

52.7 

44.3 

40.9 

64.1 

52.7 

51.9 

8.0 

7.2 

13.1 

21.1 

14.8 

18.6 

14.3 

2.5 

2.1 

4.6 

8.4 

5.1 

4.6 

5.1 

0.8 

0.8 

0.4 

0.4 

0.8 

0.8 

0.8 

①保育サービスの

充実と利便性

②妊娠・出産・育児期

の健診の利便性

③地域における小児医療

サービスの利便性

④公園など、身近な子ども

の遊び場の充実

⑤企業・事業所などの

子育て支援施策

⑥犯罪などの少ない

安心できる地域環境

⑦知立市における総合的

な子育てのしやすさ

(%)0 20 40 60 80 100

(n=237) 中学生（n=237）  

6.3 

5.8 

6.8 

3.7 

1.1 

2.1 

4.7 

22.1 

23.2 

25.8 

28.4 

11.1 

20.5 

24.7 

54.2 

61.1 

44.2 

36.8 

67.9 

54.2 

45.3 

12.6 

7.9 

15.8 

22.6 

14.2 

18.4 

20.5 

4.7 

1.6 

6.3 

7.4 

5.3 

4.7 

4.7 

0.0 

0.5 

1.1 

1.1 

0.5 

0.0 

0.0 

①保育サービスの

充実と利便性

②妊娠・出産・育児期

の健診の利便性

③地域における小児医療

サービスの利便性

④公園など、身近な子ども

の遊び場の充実

⑤企業・事業所などの

子育て支援施策

⑥犯罪などの少ない

安心できる地域環境

⑦知立市における総合的

な子育てのしやすさ

満足している まあ満足している 普通 やや不満である 不満である 無回答

(%)0 20 40 60 80 100

(n=190) 15～18 歳（n=190）  
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78.8 

70.8 

15.9 

20.8 

3.1 

4.2 

1.7 

1.4 

0.6 

0.0 

0.0 

2.8 

よく話をしている ときどき話をしている どちらともいえない

あまり話をしていない ほとんど話をしていない 無回答

中学生

(n=353)

15～18歳

(n=72)

(%)0 20 40 60 80 100

42.2 

23.6 

57.8 

75.0 

0.0 

1.4 

中学生

(n=353)

15～18歳

(n=72)

(%)0 20 40 60 80 100

知っている 知らない 無回答

■子どもと家族の会話の状況 

家族（一緒に暮らしている人）とよく話をするかについてみると、「よくしている」の割合

は、小学生では 82.4％となっています。中学生については 78.8％、15～18 歳については

70.8％となっています。 

【子どもへの調査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■子どもの悩み相談に対する認知状況 

知立市に悩みの相談窓口があることを知っているかについてみると、「知っている」の割合

は、中学生では 42.2％、15～18 歳では 23.6％となっています。 

【子どもへの調査】 

 

 

 

 

 

  

82.4 13.1 

2.1 1.2 1.1 

0.0 
小学生

(n=1,943)

(%)0 20 40 60 80 100

よくしている ときどきしている あまりしていない

ほとんどしていない わからない 無回答
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30.0 

23.8 

19.3 

15.9 

0.6 

28.6 

0.3 

25.0 

33.3 

19.4 

18.1 

1.4 

20.8 

2.8 

0 10 20 30 40

メールで相談したい

ＳＮＳ（ＬＩＮＥ・インスタグラムなど）

で相談したい

対面で相談したい

電話で相談したい

その他

どんな方法でも相談はしないと思う

無回答

(%)

中学生(n=353) 15～18歳(n=72)

30.0 

19.4 

47.6 

50.0 

16.7 

16.7 

5.4 

12.5 

0.3 

1.4 

中学生

(n=353)

15～18歳

(n=72)

(%)0 20 40 60 80 100

希望がある どちらかといえば希望がある どちらかといえば希望がない 希望がない 無回答

■希望する相談方法 

知立市の相談窓口で相談するとしたらどのような形で相談したいかについてみると、中学

生、15～18 歳ともに、「メールで相談したい」、「ＳＮＳ（ＬＩＮＥ・インスタグラムなど）で

相談したい」、「どんな方法でも相談しないと思う」が上位３位となっています。 

【子どもへの調査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■将来の希望 

自分の将来に明るい希望を持っているかについてみると、『希望がある』（「希望がある」＋

「どちらかといえば希望がある」）の割合は、中学生では 77.6％、15～18 歳では 69.4％とな

っています。 

【子どもへの調査】 
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■子どもが望む取組 

子どもや若者が暮らしやすいまちにするためにはどのようなことが必要かについてみると、 

中学生、15～18 歳ともに、「デパートやショッピングセンター、コンビニ等が充実しているこ

と」、「娯楽施設が充実していること」、「進学に対する支援があること（奨学金等）」が上位３

位となっています。 

【子どもへの調査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

60.9 

58.6 

55.0 

52.7 

49.6 

46.5 

42.5 

40.2 

38.5 

36.8 

36.3 

38.0 

36.0 

27.8 

29.5 

2.0 

8.2 

2.5 

0.0 

0 20 40 60 80 100

デパートやショッピングセンター、

コンビニ等が充実していること

娯楽施設が充実していること

進学に対する支援があること

（奨学金等）

外で楽しめる場所（公園等）が

充実していること

カフェや飲食店が充実していること

スポーツや文化活動を

楽しめる環境があること

地域で勉強ができる環境があること

困ったときに相談できる場所があること

子どもや若者が参加できるお祭りや

イベントがあること

真剣に接して指導してくれる

大人がいること

就職に対する支援があること

子どもや若者同士が交流できること

優れた人と出会う場があること

地域づくりに子どもや若者の

意見をとりいれること

いろいろな世代の人と交流ができること

その他

わからない

特にない

無回答

(%)

【中学生】

(n=353)

51.4 

54.2 

59.7 

36.1 

43.1 

37.5 

43.1 

29.2 

30.6 

33.3 

26.4 

19.4 

22.2 

29.2 

18.1 

8.3 

4.2 

1.4 

1.4 

0 20 40 60 80 100 (%)

【15～18歳】

(n=72)

中学生 

（n=353） 

15～18 歳 

（n=72） 
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17.3 

22.2 

82.4 

76.4 

0.3 

1.4 

中学生

(n=353)

15～18歳

(n=72)

(%)0 20 40 60 80 100

ある ない 無回答

■いじめや嫌がらせにあった経験の有無 

学校や職場で、嫌がらせやいじめを受けた経験の有無についてみると、「ある」の割合は、

中学生が 17.3％、15～18 歳が 22.2％となっています。 

【子どもへの調査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■いじめや嫌がらせの内容 

いじめや嫌がらせの内容についてみると、「言葉による暴力（悪口、暴言など）」の割合が

最も高く、76.6％となっています。 

【子どもへの調査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

76.6 

23.4 

23.4 

19.5 

6.5 

5.2 

3.9 

7.8 

3.9 

0 20 40 60 80 100

言葉による暴力（悪口、暴言など）

暴力（殴る、蹴るなど）

無視をされる

物を隠す、壊されるなど

性的な嫌がらせ

メール、ブログ、ホームページ

への悪意ある書き込み

行動を強要される（使い走りなど）

その他

無回答

(%)(n=77)

中学生・15～18 歳（n=77） 
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93.8 

87.3 

6.2 

9.9 

0.0 

1.4 

0.0 

0.0 

0.0 

1.4 

中学生

(n=353)

15～18歳

(n=71)

(%)0 20 40 60 80 100

ほぼ毎日登校している 登校しないことがときどきある

ほとんど登校していない まったく登校していない 無回答

■登校の状況について 

登校の状況についてみると、中学生、15～18 歳ともに「ほとんど毎日登校している」が大

半を占めています。『登校しないことがある』については、中学生が 6.2％、15～18 歳が

11.3％となっています。 

【子どもへの調査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■登校をしていない理由について 

登校をしていない理由をみると、「病気やケガ等」が 50.0％、「病気やケガ等以外」が

50.0％となっています。 

【子どもへの調査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

50.0 50.0 0.0 

病気やケガ等 病気やケガ等以外 無回答

全体

(n=30)

(%)0 20 40 60 80 100

中学生・15～18 歳 

（n=30） 
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■登校をしたくないと思ったきっかけ 

登校をしたくないと思ったきっかけをみると、「友だちとの関係（いやがらせ、いじめ以

外）」の割合が最も高く、53.3％となっています。 

【子どもへの調査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

中学生・15～18 歳（n=30） 

53.3 

33.3 

33.3 

33.3 

26.7 

20.0 

20.0 

13.3 

13.3 

13.3 

6.7 

6.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0 20 40 60

友だちとの関係（いやがらせ、いじめ以外）

登校しようとすると体調が悪くなった

朝が起きられなかった

学校に行く必要性を感じなかった

先生との関係

親との関係

特にきっかけはない

いやがらせやいじめがあった

勉強がわからない、面白くない

部活動の問題

親以外の家族との関係

新型コロナウイルスの流行

入学、進級、転校で、学校になじめなかった

家事や介護などが忙しかった

無回答

(%)(n=15) 



86 

４．知立市子ども条例 

 

○知立市子ども条例 

平成24年９月28日条例第25号 

改正 

平成28年３月25日条例第17号 

知立市子ども条例 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条―第３条） 

第２章 子どもにとって大切な権利（第４条―第８条） 

第３章 子どもの権利を保障する大人の責務（第９条―第13条） 

第４章 子どもにやさしいまちづくりの推進（第14条―第20条） 

第５章 子どもの権利の侵害に対する救済と回復（第21条―第24条） 

第６章 雑則（第25条） 

附則 

八橋のかきつばた、知立公園の花しょうぶ、東海道の松並木など多くの名所を有し、歴史と伝

統に育まれたまち知立。豊かな文化が息づくこのまちで、子どもたちが健やかに成長し、未来を

築いていくことは、市民の大きな願いです。 

すべての子どもは、生まれながらにして、一人ひとりが独立した人格を持つかけがえのない存

在です。子どもの権利が保障されることは、子どもが健やかに育つための条件であり、安心して

暮らせる自由で平和な地域や社会の実現にとっての礎です。 

子ども一人ひとりが尊重され、相互に尊重し合えること、子どもが安心・安全に暮らせること、

子どもが個性を大切にされ、学び成長できること、子どもの参加が保障され、子どもの視点が取

り入れられることは、子どもにとって大切な権利として保障されなければなりません。 

私たちは、こうした考えのもと、子どもの権利を保障し、子どもにやさしい、夢を育むことの

できるまちづくりを進めることを宣言し、ここに知立市子ども条例を制定します。 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、児童の権利に関する条約（平成６年条約第２号）の理念に基づき、子ども

の権利を保障し、地域社会全体で子どもの健やかな育ちを支えあう仕組みを定めることにより、

子どもにやさしい、夢を育むことのできるまちの実現を目的とします。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによりま

す。 

(１) 子ども 市内に住んだり、市内で学んだり、活動したり、働いたりする18歳未満の人そ

の他これらの人と等しく権利を認めることがふさわしい人をいいます。 

(２) 保護者 親又は里親その他の親に代わり子どもを養育する人をいいます。 
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(３) 育ち・学ぶ施設 市内にある学校、児童福祉施設その他の子どもが育ち、学ぶために通

学し、通園し、通所し、又は入所する施設をいいます。 

(４) 施設関係者 育ち・学ぶ施設の設置者、管理者、教員及び職員をいいます。 

(５) 地域住民等 市民並びに市内で活動を行う団体及び事業者をいいます。 

（基本理念） 

第３条 この条例により子どもの権利を保障し、子どもにやさしいまちづくりを進めることは、

次の基本理念に基づきます。 

(１) 子どもの幸せや子どもにとって最もよいことは何かを第一に考えます。 

(２) 子ども自身の意思や力を大切にします。 

(３) 子どもの年齢や発達に配慮します。 

(４) 子どもと大人の信頼関係を基本に、地域全体で取り組みます。 

第２章 子どもにとって大切な権利 

（権利の尊重） 

第４条 この章に定めるそれぞれの子どもの権利は、あらゆる機会において、子どもが、ひとり

の人間として育ち、学び、生活していく上で大切な権利として、保障されます。 

２ 子どもは、自分の権利を学び、大切にするとともに、他の人の権利を認め、尊重するよう努

めます。 

３ 子どもは、子ども同士や大人との間でお互いの権利を尊重し合うことができる力を身に付け

るよう努め、そのために必要な支援を受けることができます。 

（自分らしく生きる権利） 

第５条 子どもは、自分らしく生きるために、次のことが保障されます。 

(１) ありのままの自分を受け止めてもらえること。 

(２) 自分の気持ちや考えを持ち、表明すること。 

(３) 自分に関係することを、自分で決めること。 

(４) 個性が尊重され、その個性を伸ばすことについて支援が受けられること。 

(５) 体を休め、自由な時間を持つこと。 

(６) プライバシーや名誉が守られること。 

（安心して生きる権利） 

第６条 子どもは、安心して生きるために、次のことが保障されます。 

(１) 生命と心身が守られること。 

(２) 愛情と理解をもって育まれること。 

(３) 年齢や発達にふさわしい環境のもとで生活すること。 

(４) 平和で安全な環境のもとで生活すること。 

(５) 健康な生活ができ、適切な医療が受けられること。 

(６) あらゆる差別や不当な不利益を受けないこと。 

(７) あらゆる暴力を受けず、放置されないこと。 

(８) あらゆる犯罪から心身ともに守られ、被害からの回復への支援を受けられること。 

(９) 安心できる居場所を持つこと。 

（育つ権利） 



88 

第７条 子どもは、豊かに育つために、次のことが保障されます。 

(１) 必要な知識や情報が得られること。 

(２) 必要な教育を受けたり、自ら学びたい内容を学んだりする機会が得られること。 

(３) 文化、芸術、スポーツ及び社会体験を通じて豊かな人間性を育む経験が得られること。 

(４) 遊ぶこと。 

(５) 世代、性別、人種、国籍などが異なる様々な人々と触れ合うこと。 

（参加する権利） 

第８条 子どもは、自分に関係することについて、自ら参加するために、次のことが保障されま

す。 

(１) 年齢や発達にふさわしい活動の機会が得られること。 

(２) 年齢や発達に応じて意思決定に参加すること。 

(３) 意思決定の参加の場で自分の気持ちや考えを表明することができ、尊重されること。 

(４) 仲間をつくり、集まり、主体的な活動を行うことができ、適切な支援を受けられること。 

第３章 子どもの権利を保障する大人の責務 

（大人の共通の責務） 

第９条 大人は、子どもの権利について理解し、その保障のために、第３条に定める基本理念に

基づき、子どもに必要な支援を行わなければなりません。 

２ 大人は、子どもが自分の権利について理解し、自分や自分以外の人やものを大切にする気持

ちを育み、人や社会との関わりの中で自らの力を発揮できるように支援しなければなりません。 

３ 大人は、大人としての自覚を持ち、お互いの連携を大切にしつつ、子どものよき手本となる

よう努めなければなりません。 

４ 大人は、子どもに対して、虐待及び体罰を行ってはなりません。 

５ 大人は、あらゆる暴力、被害及び差別から子どもを守らなければなりません。 

６ 大人は、子どもの権利について理解し、その保障のために、意識の高揚に努めなければなり

ません。 

（保護者の責務） 

第10条 保護者は、その養育する子どもの権利の保障に努めるべき第一義的な責任者として、次

のことに取り組まなければなりません。 

(１) 子どもの幸せや子どもにとって最もよいことは何かを第一に考え、子どもの年齢や発達

に応じた援助や指導をすること。 

(２) 子どもと向き合い、子どもの気持ちや考えに耳を傾け、十分に対話をすること。 

(３) 子どもが安心して過ごせる環境を確保すること。 

（施設関係者の責務） 

第11条 施設関係者は、子どもの教育や福祉に携わるものとして、次のことに取り組まなければ

なりません。 

(１) 子どもが豊かに育つ環境や教育を充実させること。 

(２) 子どもの気持ちや考えを受け止め、相談に応ずること。 

(３) 虐待、体罰及びいじめの防止及び早期発見に努めるとともに、解決に向けて努力すること。 

(４) 子どもの権利を理解し、保障するために、研修など職場環境を充実させること。 
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（地域住民等の責務） 

第12条 地域住民等は、子どもとともに生活する地域社会の一員として、次のことに取り組まな

ければなりません。 

(１) 子どもを地域社会の一員として認め、あたたかく見守ること。 

(２) 子どもの気持ちや考えを尊重し、地域の行事や活動に参加する機会を設けること。 

(３) 虐待等あらゆる暴力及び犯罪から子どもを守るため、安全で安心な地域づくりに努める

こと。 

（市の責務） 

第13条 市は、保護者、施設関係者及び地域住民等と連携し、及び協働し、子どもの権利を保障

するために、必要な施策を実施しなければなりません。 

２ 市は、保護者、施設関係者及び地域住民等が、それぞれの責務を果たすことができるよう必

要な支援を行わなければなりません。 

３ 市は、国や他の公共団体等と協力して、市の内外において子どもの権利が保障されるよう努

めなければなりません。 

第４章 子どもにやさしいまちづくりの推進 

（子どもの権利の周知と学習支援） 

第14条 市は、この条例と子どもの権利について周知を図るとともに、必要な取組を実施します。 

２ 市は、家庭、育ち・学ぶ施設及び地域において、子どもが自分の権利と他の人の権利を学び、

お互いの権利を尊重し合うことができるよう必要な支援を行います。 

３ 市は、市民が子どもの権利について理解を深めることができるよう必要な支援を行います。 

（子育て家庭への支援） 

第15条 市は、子育てをしている家庭に配慮し、保護者が、子育ての喜びを実感し、安心して子

育ての責任を果たせるよう必要な支援を行います。 

２ 市は、子育てをしている家庭に対し、仕事と子育ての両立を支援する環境づくりに努めます。 

３ 市は、特別な支援を求める子ども及びその家庭に配慮し、適切な支援を行います。 

（子どもの虐待の予防などに関する取組） 

第16条 市は、子どもに対する虐待の予防と早期発見に取り組みます。 

２ 子どもは、自らが虐待を受けたときや虐待を受けていると思われる子どもを発見したときは、

市や関係機関に相談することができます。 

３ 施設関係者及び地域住民等は、子どもに気を配るとともに、虐待を受けていると思われる子

どもを発見したときは、直ちに市や関係機関に通報しなければなりません。 

４ 市は、虐待を受けた子どもを迅速かつ適切に救済するために、関係機関と協力して、必要な

支援を行います。 

（子どもの安心・安全を保障する取組） 

第17条 市は、保護者、施設関係者及び地域住民等と協力し、子どもが有害な環境や犯罪・災害

などの被害から守られるよう必要な取組を実施します。 

２ 市は、子どもが安全で安心に暮らすことができるよう、公共施設などの整備や必要な支援を

行います。 
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（育ちの場と機会の提供の取組） 

第18条 市は、子どもが安全で安心して過ごすことのできる居場所づくりに努めます。 

２ 市は、地域において、子どもが様々な世代の人々と触れ合い、多様で豊かな経験をすること

のできる場や機会の提供に努めます。 

（意見表明や参加の促進） 

第19条 市は、市政などについて、子どもが気持ちや考えを表明したり、参加する機会の充実を

図ります。 

２ 市、保護者、施設関係者及び地域住民等は、子どもの意見表明や参加を促進するために、子

どもの気持ちや考えを尊重するとともに、子どもの主体的な活動を奨励し、支援するよう努め

ます。 

（子ども会議） 

第20条 市は、子どもが意見を表明し、まちづくりに参加する機会として知立市子ども会議を開

催します。 

第５章 子どもの権利の侵害に対する救済と回復 

（子どもの権利擁護委員会の設置） 

第21条 市は、子どもの権利の侵害について、迅速かつ適切に対応し、その救済を図り、権利の

回復を支援するため、知立市子どもの権利擁護委員会（以下「擁護委員会」といいます。）を

置きます。 

２ 擁護委員会は、委員５人以内で組織します。 

３ 委員は、人格に優れ、子どもの権利、福祉、教育などに関して知識や経験のある人のうちか

ら、市長が委嘱します。 

４ 委員の任期は２年とし、補欠の委員の任期は前任者の残りの期間とします。ただし、再任も

可能とします。 

（擁護委員会の職務） 

第22条 擁護委員会は、次のことに取り組みます。 

(１) 子どもの権利侵害について、子ども又はその関係者から相談を受け、その救済と権利の

回復のために、助言や支援をすること。 

(２) 権利の侵害を受けている子どもについて、本人又はその関係者から救済の申立てを受け、

事実の調査や関係者間の調整をすること。 

(３) 調査や調整の結果、必要と認めるときに、子どもの権利を侵害したものに対して、是正

措置を講ずるよう勧告したり、制度などの改善を要請したりすること。 

(４) 前号の規定による勧告や要請が速やかに実施されるよう、市に対し必要な取組を実施す

るよう要請すること。 

(５) 勧告や要請を受けたものに対して、是正措置や制度などの改善状況などの報告を求める

こと。また、その内容を申立人などに伝えること。 

(６) いじめ防止対策推進法（平成25年法律第71号）第28条第１項の規定による調査の結果に

ついて、同法第30条第２項に規定する調査を行うこと。 

２ 擁護委員会は、必要と認めるときは、子どもの権利に関係するものに出席を求め、子どもの

権利の保障等について意見を聴くことができます。 
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３ 擁護委員会は、必要に応じて市に対し施策を提言することができます。 

４ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。その職を退いた後も、また同様とし

ます。 

（擁護委員会に対する支援や協力） 

第23条 市は、擁護委員会の独立性を尊重し、その活動を支援します。 

２ 保護者、施設関係者及び地域住民等は、擁護委員会の職務に協力するよう努めなければなり

ません。 

（勧告や要請への対応） 

第24条 市は、擁護委員会から勧告や要請を受けたときは、速やかに勧告や要請に応じ、その対

応状況などを擁護委員会に報告しなければなりません。 

２ 市以外のものは、擁護委員会から勧告や要請を受けたときは、速やかに勧告や要請に応じ、

その対応状況などを擁護委員会に報告するよう努めなければなりません。 

第６章 雑則 

（委任） 

第25条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定めます。 

附 則 

この条例は、平成24年10月１日から施行します。ただし、第５章の規定は、平成25年４月１日

から施行します。 

附 則（平成28年３月25日条例第17号） 

この条例は、平成 28 年４月１日から施行します。 
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